
広
域
連
合
は
、
長
い
曲
折
を
経
て
一
九
九
五
年
六
月
一
五
日
施
行
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
法
律
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
創
設
当

初
の
九
六
年
に
は
一
圏
域
で
、
九
七
年
ま
で
に
は
七
圏
域
で
設
立
さ
れ
た
だ
け
で
、
介
護
保
険
お
よ
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
と
し
て
の

ご
み
処
理
を
事
務
と
す
る
広
域
連
合
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
。

「
特
に
、
広
域
連
合
制
度
に
つ
い
て
は
、

バ
イ
ザ
ー
等
に
よ
る
支
援
、
設
立
手
続
の
一
層
の
簡
素
化
の
検
討
、

に
、
広
域
連
合
に
対
す
る
国
や
都
道
府
県
か
ら
の
権
限
委
譲
を
積
極
的
に
推
進
す
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。

は
一
七
圏
域
で
設
立
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
二

0
0
0年
四
月
の
介
護
保
険
の
実
施
お
よ
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
と
し

て
の
ご
み
処
理
の
広
域
的
対
応
（
ご
み
処
理
に
係
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
削
減
対
策
検
討
会
「
ご
み
処
理
に
係
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
発
生
防
止

は

じ

め

に

広
域
連
合
の
展
開
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そ
こ
で
地
方
分
権
推
進
委
員
会
第
二
次
勧
告
（
一
九
九
七
年
七
月
）

そ
の
活
用
状
況
が
十
分
で
は
な
い
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
内
容
の
周
知
、
広
域
行
政
ア
ド

そ
の
他
支
援
措
置
に
よ
る
設
立
促
進
策
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

村

上

1
0
 

そ
れ
で
も
九
八
年
ま
で

博

も
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広
域
連
合
を
「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
未
満
」

の
自
治
体
と
捉
え
る
説
に
よ
れ
ば
、
広
域
連
合
は
、
①
基
礎
的
自
治
体
の
広
域
的
な

事
務
の
共
同
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
②
ひ
と
つ
の
圏
域
で
対
応
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
判
断
し
、
住
民
に
説
明
可
能
な
「
民

「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
未
満
」
の
自
治
体
説

あ
る
。
そ
こ
で
以
下
二
つ
の
立
場
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ー

一
九
九
七
年
一
月
二
三
日
）

と
い
う
新
し
い
行
政
課
題
が
、
差
し
迫
っ
た
事
務
と
し
て
市
町
村
に
受
け
止

め
ら
れ
て
以
降
、
九
九
年
内
に
い
っ
き
ょ
に
三
九
圏
域
で
設
立
さ
れ
た
。
九
九
年
ま
で
の
総
計
で
は
五
六
圏
域
に
も
な
り
、
「
広
域
連
合

み
の
綱
に
」
と
報
道
さ
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
そ
し
て
―

1
0
0
一
年
七
月
一
日
現
在
、
合
計
二
九
道
府
県
で
七
四
広
域
連
合
（
構
成
団
体

数
は
二
県
一

0
四
市
四
―
二
町
一
九

0
村
四
組
合
）
が
発
足
し
て
い
る

現
在
、
三

0
道
府
県
で
七
五
広
域
連
合
が
発
足
）

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
く
の
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
た
の
か
、
及
び

広
域
連
合
は
立
法
者
が
想
定
し
た
も
の
と
し
て
実
際
に
機
能
し
て
い
る
の
か
等
に
つ
い
て
以
下
検
討
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
地
方
自
治
法

つ
ぎ
に
実
際
に
創
設
さ
れ
た
広
域
連
合
の
機
能
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

法
規
範
と
し
て
の
広
域
連
合
の
評
価

地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
広
域
連
合
、
す
な
わ
ち
法
規
範
と
し
て
の
広
域
連
合
の
評
価
は
、
今
日
の
段
階
で
は
未
だ
定
ま
っ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
が
、

お
お
き
く
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

満
」
の
自
治
体
と
し
て
評
価
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
う
―
つ
は
、
広
域
連
合
を
中
央
集
権
的
地
方
公
共
団
体
と
評
価
す
る
本
稿
の
立
場
で

に
規
定
さ
れ
た
広
域
連
合
に
つ
い
て
、

等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」

―
つ
は
、
広
域
連
合
を
「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
未

（
総
務
省
資
料
に
よ
る
。
表
1
参
照
）
。
（
な
お
同
年
―
二
月
一
日 頼

1
0
 

21~3-4~404 (香法 2002)



広域連合の展開（村上）

か
ら
で
あ
る
。
広
域
連
合
で
は
、

二
九
一
条
の
三
第
六
項
、

主
」
の
仕
組
み
を
導
入
し
た
責
任
主
体
と
な
り
う
る
制
度
的
仕
組
み
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
広
域
連
合
は
、
基

礎
的
自
治
体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
前
提
と
し
て
、
広
域
の
課
題
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
自
治
の
手
法
、

府
県
よ
り
住
民
に
近
い
広
域
連
合
で
行
う
こ
と
は
、
住
民
に
と
っ
て
も
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
、

「
中
央
集
権
的
地
方
公
共
団
体
」
説

前
述
の
よ
う
に
、
広
域
連
合
を
「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
末
満
」

と
み
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
広
域
連
合

は
、
そ
の
運
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
分
権
時
代
に
お
け
る
自
己
決
定
、
自
己
責
任
に
基
づ
く
真
の
地
方
自
治
を
展
開
す
る
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
。
広
域
連
合
は
、
「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
末
満
」
の
自
治
体
と
し
て
発
展
途
上
で
あ
る
。
市
町
村
で
担
え
な
い
事
務
を
都
道

と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

の
自
治
体
と
し
て
発
展
途
上
に
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
現
行

の
一
部
事
務
組
合
制
度
の
問
題
点
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
、
広
域
連
合
の
性
質
を
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
、

と
思
わ
れ
る
。
広
域
連
合
制
度
そ
れ
自
体
を
総
体
と
し
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、

む
し
ろ
「
中
央
集
権
的
地
方
公
共
団
体
」
と
評
価
す
る
こ

広
域
連
合
に
固
有
の
手
続
と
し
て
、
総
務
大
臣
は
、
広
域
連
合
の
設
附
、
規
約
の
変
更
お
よ
び
解
散
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
は
、
国
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
地
自
法
二
八
四
条
四
項
、
二
九
一
条
の
三
第
二
項
、
二
九
一
条
の

1
0第
二
項
）
。
こ
の
理
由
は
、
国
か
ら
広
域
連
合
に
対
し
て
権
限
等
の
委
任
が
行
わ
れ
る
と
き
、
ま
た
は
複
数
の
相
当
程
度
の
広
域
に
わ

た
る
事
務
を
処
理
す
る
広
域
連
合
の
と
き
に
は
、
広
域
連
合
の
設
立
・
解
散
が
国
の
施
策
、
事
務
等
に
深
い
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
な
る

一
部
事
務
組
合
と
異
な
り
、
許
可
を
し
た
知
事
は
そ
の
旨
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
総
務
大
臣
に
報
告

し
（
二
八
五
条
の
一
一
第
二
項
、
二
九
一
条
の
三
第
五
項
、
二
九
一
条
の
一

0
第
三
項
）
、
報
告
を
受
け
た
総
務
大
臣
は
関
係
行
政
機
関
の
長

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
八
五
条
の
二
第
三
項
、

①
 

と
が
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
広
域
連
合
制
度
は
、

二
九
一
条
の
一

0
第
四
項
）
。
な
お
一
部
事
務
組
合

つ
ぎ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

1
0三
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ま
た
、
「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
未
満
」
の
自
治
体
説
は
、

へ
の
自
ら
の
積
極
的
な
対
応
が
期
待
さ
れ
る
行
政
体
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
九
一
条
の
五
）
、
組
織
の
構
成
・
運
営
に
つ

の
解
散
が
届
出
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
広
域
連
合
の
解
散
の
場
合
に
は
、
設
置
許
可
者
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

ま
た
広
域
連
合
は
、
国
の
政
策
を
具
体
化
す
る
「
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
当
該
広
域
計
画
の
項
目
に
関
連
す
る
事
項

を
定
め
る
も
の
と
の
調
和
が
保
た
れ
る
よ
う
に
」
（
二
九
一
条
の
七
第
二
項
）
広
域
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
九
条
の
七
第
三
項
）
。
そ
の
場
合
、
総
務
大
臣
は
直
ち
に
そ
の
内
容
を
国
の
関
係
行
政

機
関
の
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
四
項
）
。
広
域
連
合
は
、
広
域
計
画
に
定
め
る
事
項
を
一
体
的
か
つ
円
滑
に
推
進
す
る
た

め
、
国
の
地
方
行
政
機
関
の
長
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
協
議
会
を
設
置
で
き
る
（
二
九
一
条
の
八
）
。
こ
の
よ
う
に
、
分
権
化
の
受
け

皿
と
し
て
想
定
さ
れ
た
広
域
連
合
が
、
集
権
の
一
形
態
と
な
り
う
る
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

広
域
連
合
は
、

そ
の
構
成
自
治
体
の
疸
接
的
関
与
な
し
に
、
国
な
ど
か
ら
直
接
に
「
広
域
連
合
の
事
務
に
関
連
す
る
も
の
」

任
を
受
け
、
他
方
広
域
連
合
の
長
は
、
都
道
府
県
の
加
入
す
る
場
合
に
は
国
の
行
政
機
関
の
長
に
、

「
当
該
広
域
連
合
の
事
務
に
密
接
に
関
連
す
る
」
権
限
・
事
務
の
委
任
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

そ
れ
を
総
務
大
臣
ま
た
は

の
委

そ
の
他
の
場
合
に
は
都
道
府
県
に
、

（
二
九
一
条
の
二
）
。
な
お
広
域
連
合

が
国
な
ど
に
委
任
を
要
請
す
る
場
合
、
国
な
ど
が
広
域
連
合
に
委
任
す
る
と
き
と
比
べ
、
「
密
接
に
関
連
す
る
」
も
の
に
限
定
さ
れ
る
理
由

の
一
っ
と
し
て
、
権
限
の
委
任
が
着
実
に
進
む
よ
う
、
「
広
域
連
合
が
行
う
要
請
は
現
実
的
で
真
摯
な
も
の
で
あ
る
べ
き
」
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
広
域
連
合
は
、
国
に
よ
る
個
別
の
権
限
配
分
政
策
の
中
で
積
極
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
と
共
に
、
こ
れ

一
部
事
務
組
合
に
関
し
定
め
の
な
い
、
広
域
連
合
の
長
に
対
す
る
規
約
変

更
の
た
め
の
要
請
請
求
、
普
通
地
方
公
共
団
体
と
同
様
の
直
接
請
求
制
度
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
（
二
九
一
条
の
六
）
、
な
ら
び
に
議
会
の
議

員
お
よ
び
長
の
選
任
を
住
民
に
よ
る
直
接
ま
た
は
間
接
選
挙
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

② 
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

1
0
四
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広域連合の展開（村上）

た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
評
価
は
つ
ぎ
の
理
由
か
ら
妥
当
で
は
な
い
。

果
た
す
だ
け
で
あ
る
。

1
0
五

に
至
る
ま
で
の
中
間
段
階
と
し
て
、
広
域
連
合
制
度
を
活
用
す
る
こ

（
二
九
一
条
の
三
第
七
項
・
八
項
）
。

ま
た
広
域
連
合
は
広
域
計
画

い
て
一
定
の
民
主
的
制
度
が
保
障
さ
れ
て
い
る
点
を
と
ら
え
て
、
広
域
連
合
の
「
民
主
」

の
仕
組
み
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

ま
ず
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
に
限
定
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
広
域
連
合
に
お
け
る
住
民
自

つ
ぎ
に
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
住
民
の
直
接
請
求
に
関
す
る
規
定
の
広
域
連
合
の
そ
れ

へ
の
準
用
は
、
広
域
連
合
に
対
す
る
住
民
の
自
治
意
識
が
醸
成
さ
れ
な
い
と
き
に
は
不
適
切
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
直
接
請
求
制
度
は
、
実
際
上
は
住
民
に
よ
る
行
政
の
民
主
的
統
制
の
手
段
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
広
域
連
合
は
市
町
村
自
治
を
侵
害
す
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
広
域
連
合
は
、

し
か
し
こ

む
し
ろ
一
種
の
免
罪
符
的
役
割
を

体
と
の
関
係
に
お
い
て
一
定
の
独
立
性
を
有
し
、
自
主
的
・
自
律
的
な
行
政
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
能
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
ず
広
域
連
合
は
、
構
成
団
体
に
対
し
規
約
の
変
更
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
構
成
団
体
は
こ

れ
を
尊
重
し
て
、
必
要
な
措
囮
を
執
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
作
成
し
、

そ
の
実
施
に
つ
き
、
構
成
団
体
に
対
し
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
（
二
九
一
条
の
七
第
八
項
）
、
当
該
勧
告
に
基
づ
い
て
講
じ

（
同
条
九
項
）
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
の
関
係
行
政
機
関
と
の
十
分
な
連
絡
調
整
の
下
で
、
広
域
連
合
を
運
営
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お

り
、
広
域
連
合
は
、
国
家
政
策
の
実
現
と
い
う
目
的
の
為
に
、
住
民
の
権
利
・
利
益
や
生
活
に
関
わ
る
一
部
の
行
政
を
執
行
す
る
手
段
と

な
り
う
る
。
た
と
え
ば
ニ
―
世
紀
の
関
西
を
考
え
る
会
は
、
二

0
0
0年
七
月
一

0
日
に
、
市
町
村
合
併
を
前
提
に
、
新
た
な
広
域
行
政

組
織
と
し
て
の
関
西
連
合
（
こ
の
段
階
で
府
県
は
発
展
的
に
解
消
）

(
3
)
 

と
を
提
案
し
て
い
る
。

治
の
保
障
の
不
十
分
さ
を
示
し
て
い
る
。

一
部
事
務
組
合
に
比
し
て
、
構
成
団
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既
述
の
よ
う
に
、
全
国
で
七
四
の
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
時
点
で
は
、
未
だ
広
域
連
合
制
度
は
定
着
し
て
お
ら
ず
、

過
渡
期
の
段
階
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

化
さ
れ
て
い
る
広
域
連
合
の
実
態
を
、
設
立
さ
れ
た
県
別
、
都
道
府
県
の
広
域
連
合
へ
の
参
加
の
有
無
に
着
目
し
て
概
観
す
る
と
、
以
下

の
と
お
り
、
前
述
の
法
規
範
と
し
て
の
広
域
連
合
と
は
違
う
姿
が
み
え
て
く
る
。

-
0
の
広
域
連
合
に
移
行
し
て
い
る
。

地
方
介
護
広
域
連
合
と
度
会
広
域
連
合
の
二
つ
の
広
域
連
合
を
除
い
て
、
他
の
広
域
連
合
は
、
『
新
し
い
総
合
計
画

宣
言

二
0
1
0
年
へ
の
変
革
と
創
造
』
(
-
九
九
七
年
―
一
月
）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
九
ブ
ロ
ッ
ク
の
生
活
創
造
圏
に
対
応
し
て
い
る
。

岐
阜
県
に
は
八
つ
あ
る
。

広
域
行
政
機
構
が
現
在
広
域
連
合
で
あ
る
。
広
域
連
合
を
一
番
最
初
に
設
立
し
た
大
分
県
の
場
合
は
、
広
域
連
合
制
度
が
合
併
に
代
わ
る

現
実
的
手
法
で
あ
る
と
の
平
松
知
事
の
考
え
に
基
づ
き
進
め
ら
れ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
広
域
連
合
が
基
礎
単
位
と
さ
れ
、
県
の
存
在
が

県
も
あ
る
が
、

希
薄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
州
府
を
設
立
す
る
構
想
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
他
方
、
広
域
連
合
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
都
道
府

(
5
)
 

そ
の
う
ち
宮
城
県
は
市
町
村
合
併
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
域
連
合
制
度
の
活
用
を
考
え
て
い
な
い
。

つ
ぎ
に
、
複
合
的
一
部
事
務
組
合
の
場
合
に
は
都
道
府
県
が
構
成
団
体
に
な
れ
な
い
の
に
対
し
、
広
域
連
合
で
は
都
道
府
県
が
構
成
団

ま
ず
県
別
で
み
る
と
、

ま
た
三
重
県
に
も
一

0
の
広
域
連
合
が
あ
る
。
広
域
連
合
の
構
成
団
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
松
阪

さ
ら
に
北
海
道
、

熊
本
県
に
は
四
つ
の
広
域
連
合
が
あ
り
、
大
分
県
で
は
一

0
の
広
域
行
政
圏
の
う
ち
四
つ
の

と
く
に
長
野
県
で
は
、

概

観
II 

法
制
度
と
し
て
の
広
域
連
合
の
実
態

三
菫
の
く
に
づ
く
り

そ
こ
で
今
後
の
動
向
を
見
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
即
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
制
度

―二

0
町
村
す
べ
て
を
包
摂
す
る
一

0
広
域
市
町
村
圏
の
広
域
行
政
機
構
が
そ
の
ま
ま

1
0
六
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広域連合の展開（村上）

体
に
な
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
県
を
構
成
団
体
と
す
る
広
域
連
合
の
設
立
も
注
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
都
道
府
県
の
み
に
よ
る
広
域

連
合
、
す
な
わ
ち
都
道
府
県
連
合
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
県
が
構
成
団
体
に
な
っ
て
い
る
広
域
連
合
も
二
つ
に
止
ま
っ
て
い
る
。

埼
玉
県
お
よ
び
埼
玉
県
内
の
九
二
全
市
町
村
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
」

の
人
材
の
開
発
、
交
流
及
び
確
保
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。
も
う
―
つ
は
、
隠
岐
広
域
連
合
で
あ
り
、
病
院
の
設
置
、
管
理
お
よ
び

運
営
、
介
護
保
険
の
実
施
（
県
事
務
を
除
く
）

し
た
が
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
の
広
域
連
合
が
市
町
村
の
み
に
よ
る
広
域
連
合
、
す
な
わ
ち
市
町
村
連
合
で
あ
る
。
と
く
に
岐
阜
県
に
お
け

る
八
つ
の
広
域
連
合
の
う
ち
、

1
0
七

で
あ
り
、
構
成
団
体
の
職
員

な
ら
び
に
救
急
医
療
対
策
事
業
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

七
つ
が
町
だ
け
ま
た
は
町
村
に
よ
る
広
域
連
合
で
あ
る
。
町
村
の
み
に
よ
る
広
域
連
合
に
つ
き
、
辻
山
教

授
は
、
高
齢
者
介
護
の
問
題
は
地
域
の
活
性
化
や
支
え
合
い
を
含
む
地
域
の
力
そ
の
も
の
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

地
域
の
一
体
性
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
圏
域
の
広
が
り
を
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
「
隣
接
す
る
都
市
自
治
体
と
の
機
能
連
携
を
視
野
に
入
れ

て
お
か
な
け
れ
ば
将
来
に
わ
た
る
地
域
の
一
体
性
を
保
持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
」
と
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

よ
い
北
海
道
の
空
知
中
部
広
域
連
合
長
の
つ
ぎ
の
言
葉
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
規
模
の
異
な
る
地
域
間
で
の
広
域
連
携
で

は
、
人
口
規
模
の
大
き
な
と
こ
ろ
が
小
さ
な
と
こ
ろ
に
『
し
て
や
る
』
と
い
う
意
識
を
生
む
。
小
さ
な
町
に
と
っ
て

い
う
負
い
目
は
好
む
も
の
で
は
な
い
。
」
。
基
礎
自
治
体
の
自
治
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
広
域
行
政
機
構
を
構
成
す
る
自
治
体
の
対
等
平

等
な
関
係
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

広
域
連
合
の
事
務

『
し
て
も
ら
う
』

と

つ
ぎ
に
、
広
域
連
合
が
処
理
す
る
事
務
に
注
目
す
る
と
、
広
域
市
町
村
圏
行
政
機
構
を
広
域
連
合
に
統
一
化
す
る
広
域
市
町
村
圏
型
広

―
市
（
人
口
約
六
四

0
0人）

五
町
か
ら
な
る
、

い
わ
ば
町
村
の
み
に
よ
る
広
域
連
合
と
い
っ
て

―
つ
は
、
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域
連
合
と
、
介
護
保
険
な
ど
特
定
の
事
務
の
処
理
を
主
と
し
て
目
的
と
す
る
特
定
事
務
型
広
域
連
合
と
に
区
別
さ
れ
る
。

広
域
市
町
村
圏
型
広
域
連
合

約
二
分
の
一
の
広
域
連
合
が
広
域
市
町
村
圏
計
画
や
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
計
画
の
策
定
を
事
務
と
し
て
い
る
。
従
来
の
協
議
会
や
一
部

事
務
組
合
が
統
合
さ
れ
た
り
、
従
来
の
広
域
市
町
村
圏
組
合
や
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
が
広
域
連
合
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
域
市

町
村
圏
の
行
政
機
構
と
し
て
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
広
域
連
合
は
広
域
行
政
圏
を
―
つ
の
行
政
区
域
と
捉
え
、
圏
域
の
総

合
的
な
広
域
行
政
体
と
な
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
広
域
市
町
村
圏
型
広
域
連
合
こ
そ
、
広
域
連
合
制
度
を
創
設
し
た
立
法
者
が

想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
展
開
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
事
務
型
広
域
連
合

2
 m

 

特
定
事
務
型
広
域
連
合
は
、
介
護
保
険
事
務
の
広
域
化
を
目
的
と
す
る
広
域
連
合
が
際
だ
っ
て
お
り
（
図
1
参
照
）
、
と
り
わ
け
坂
井
郡

介
護
保
険
広
域
連
合
（
福
井
県
）
、
伊
賀
介
護
保
険
広
域
連
合
（
三
重
県
）
、
紀
南
介
護
保
険
広
域
連
合
（
三
重
県
）
、
松
阪
地
方
介
護
広
域

の
よ
う
に
、
介
護
保
険
・
介
護
を
広
域
連
合
名
に
し
て
い
る
も
の
も
あ

連
合
（
三
重
県
）
及
び
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
（
福
岡
県
）

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
。
そ
の
他
に
は
、
広
域
連
合
名
で
み
る
と
、
函
館
圏
公
立
大
学
広
域
連
合
（
北
海
道
）

の
よ
う
に
、
大
学
の
設
置
・
管
理
・
運
営
だ
け
を
目
的
と
す
る
も
の
や
、
西
い
ぶ
り
廃
棄
物
処
理
広
域
連
合
（
北
海
道
）
、
渡
島
廃
棄
物
処

理
広
域
連
合
（
北
海
道
）
及
び
香
肌
奥
伊
勢
資
源
化
広
域
連
合
（
三
重
県
）

さ
ら
に
構
成
団
体
の
人
材
開
発
、
交
流
及
び
確
保
の
み
を
処
理
事
務
と
す
る
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
（
一
九
九
九
年
五
月

(1) 

概

観

の
よ
う
に
、
ご
み
処
理
だ
け
を
事
務
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

1
0八
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広域連合の展開（村上）

図 1 広域連合の事務の種類別割合 (2000年 7月 1日）

都 市 叶

輸 送 施

教

1
0
九

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
対
応
と
し
て
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
全
国
で

政
府
の
政
策
が
あ
る
。
し
か
し
県
・
市
町
村
職
員
の
人
材
開
発
事
務
の
た

一
四
日
設
立
）

が
あ
る
。
職
員
の
共
同
研
修
を
そ
の
事
務
の
一
部
と
す
る

広
域
連
合
は
、
気
仙
広
域
連
合
（
一
九
九
八
年
三
月
一
八
日
設
立
）
、
菊
地

広
域
連
合
(
-
九
九
八
年
七
月
一
日
設
立
）
、
松
本
広
域
連
合
（
一
九
九
九

年
二
月
一
日
設
立
）
、

上
益
域
広
域
連
合
(
-
九
九
九
年
四
月
一
日
設
立
）
、

天
草
広
域
連
合
(
-
九
九
九
年
七
月
一
日
設
立
）
、
益
田
広
域
連
合
(
-
九

九
九
年
九
月
一
日
設
立
）
、
北
ア
ル
プ
ス
広
域
連
合
(
―

1
0
0
0年
二
月
一

日
設
立
）
、
長
野
広
域
連
合
（
二

0
0
0
年
四
月
一
日
設
立
）
お
よ
び
北
信

広
域
連
合

(
1
1
0
0
0
年
四
月
一
日
設
立
）

が
あ
る
。
人
材
開
発
等
の
全

領
域
を
事
務
と
す
る
広
域
連
合
は
、
彩
の
国
さ
い
た
ま
人
づ
く
り
広
域
連

合
が
初
め
て
で
あ
る
。
こ
の
埼
玉
県
の
広
域
連
合
は
県
主
導
で
運
営
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
町
村
の
政
策
や
人
事
な
ど
行
政
の
基
本
部
分
が
、

職
員
研
修
等
の
人
材
開
発
事
業
を
通
じ
て
県
の
影
響
下
に
お
か
れ
る
こ
と

に
な
る
。
自
治
体
職
員
の
人
材
開
発
等
を
広
域
連
合
で
一
体
的
に
行
う
背

景
に
は
、
民
間
型
の
成
績
主
義
的
人
事
管
理
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る

め
に
、
自
治
体
と
別
個
の
特
別
地
方
公
共
団
体
を
設
置
す
る
必
要
性
は

な
い
。

な
お
長
崎
県
で
は
、
政
策
立
案
能
力
や
コ
ス
ト
感
覚
の
向
上
が
求
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の
あ
る
島
根
県
が
際
だ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
重
県
で
は
、
県

初
め
て
県
自
治
研
修
所
を
廃
止
し
、
民
間
の
専
門
機
関
に
全
面
委
託
す
る
、

と
い
う
地
方
自
治
を
放
棄
す
る
市
場
化
の
方
向
が
現
れ
て
お

単
一
の
自
治
体
が
処
理
し
て
き
た
税
務
事
務
を
広
域
連
合
で
処
理
す
る
も
の
と
し
て
は
、
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
(
-
九
九
八

共
同
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
務
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
改
正
の
地
方
税
法
に
よ
っ
て
、
複
数
の
自
治
体
で
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

の
共
同
化
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
小
さ
な
町
村
で
税
の
専
門
的
知
識
を
も
つ
人
を
選
び
、
委
員
を
委
嘱
す
る
こ
と
は
容
易
で

な
い
こ
と
か
ら
、
固
定
資
産
評
価
審
査
に
関
す
る
事
務
が
広
域
連
合
の
事
務
と
さ
れ
た
。

税
な
ど
の
滞
納
整
理
に
関
す
る
事
務
も
、
狭
い
地
域
で
は
な
か
な
か
法
的
措
置
に
踏
み
切
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
広
域
連
合
の
事
務
と
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
安
芸
た
か
た
広
域
連
合
（
二

0
0
0年
一
月
一
日
設
立
）
も
同
様
に
処
理
す
る
。

二
0
0
0
年
一
月
一
四
日
厚
生
省
調
査
に
よ
れ
ば
、
広
域
的
な
介
護
保
険
者
運
営
を
行
う
五
九
地
域
（
四
四
一
市
町
村
）

域
連
合
は
二
八
地
域
（
ニ
―
市
一
六
七
町
五
三
村
）
で
あ
り
（
表
2
参
照
）
、
介
護
認
定
審
究
会
を
広
域
的
に
設
置
す
る
四
七
七
地
域
（
ニ

五
四
五
市
町
村
）

の
う
ち
、
広
域
連
合
は
五
五
地
域
（
五

0
市
二
九
六
町
一
四
二
村
）

都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
都
道
府
県
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
有
無
に
よ
り
市
町
村
の
取
り
組
み
に
差
が
出
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

広
域
的
な
保
険
者
運
営
に
つ
い
て
み
る
と
、
七
つ
の
広
域
連
合
(
-
市
二
四
町
ニ
―
村
）

置
す
る
岐
阜
県
と
と
も
に
、

広
域
連
合
（
一
七
町
村
）

五
つ
の
広
域
連
合
（
二
三
市
町
村
）

と
―
つ
の
一
部
事
務
組
合
（
四
町
村
）

と
四
つ
の
一
部
事
務
組
合
（
ニ
ニ
市
町
村
）

主
導
の
下
に
一
定
規
模
の
都
市
が
中
心
と
な
っ
て
周
辺
の
町
村
が
加
わ
る
広
域
運
営
が
、
島
根
県
で
は
、
県
の
指
導
の
下
に
県
内
を
ブ
ロ

り
介
護
保
険
の
広
域
化
と
広
域
連
合

年
四
月
一
日
設
立
）
が
全
国
で
初
め
て
で
あ
る
。
こ
の
税
務
事
務
は
、

（表
3
参
照
）
。

ま
た
固
定
資
産
税
、
住
民
税
、
国
民
健
康
保
険

で
あ
る

の
う
ち
、
広

と
―
つ
の
一
部
事
務
組
合
（
二
町
一
村
）
を
設

を
設
置
す
る
三
重
県
、
二
つ
の

一
部
事
務
組
合
で
あ
る
中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
の
と
き
に
は
、

り
、
今
後
注
意
す
る
必
要
が
あ
る

（
四
国
新
聞
二

0
0
0年
二
月
二
六
日
参
照
）
。

―1
0
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広域連合の展開（村上）

表 2 広域的な保険者運営を行う市町村

平成 12年 1月 14日調査

都道府県別市町村数 仏域連合 ・部事務組合 巾町村柘fi.財政安定化事業

内峠見区 町 村 1地域数 Irti 町 未寸 地域数 ri1 町 村 ！地域数 idi 町 本t
北海道 34 l.~4 :c4 I I, I ,) 

ゴn三 杯木 ['fl " l'i ! :-14 '~)・C ' ！ ! ' 

''r'l手県 l:li :io lti I 1 ') ') I 7 ! :1 

宮城県 10 59 I 
•) i 

秋田県， ， 50 i 10 ＇← ） 'C ) ]i'l :{ 

山形県： 13 27 I 

幅島県 ］（） 52 :.rn ！ 

茨城県 211 i 48 17 ！ I 
＇栃木県 12 ,q)、-) ・） I 

群馬県 !I 3:J 26 ！ ， 

埼玉県 4:l :i;.; ll i ： 

f葉県 :ll ~~ ;ー) ＇ i 
• 

i ！ i 

由 京 都 50 '` ） 8 ， 
• 

神奈川収 19 17 I I ： I i 
新滋県 20 ,c)~ / :J5 i l l ！ 2 2 

富山県 ， ltl 1' :i 4 lK 8 

{1 川県： 8 27 l 6: l ！ ,ー) ， 

伽井県 i 7 22 6 l ！ ti i 
山梨県 7 ,>,_,_ / 20 i 
長野県 17 ] :l6 67 I I l ）` I I ') 

岐印県 14 1 ,←一).,.一) 30 • I I 24 '.!I I ＇） l I 

静岡県 21 49 4 I :i 

要知駅 :ll 47 10: l :{ l 1: ， ') :, 
三.ill県 B 47 9' ,) 5 14 1 1 '.l I l ！ 

滋賀叫 7 42 1 1 ,) I I 

東都府 12 :n 1 I ； 

大阪府 :n 10 1 1 :l I 

兵庫県 22 66 1 0 I ； 

奈良県 10 20 I, i 

和歌山即 I :lti 7 I I 2 1 l i 

fふ取県 .j :H ~ Ii :i 1 

；島根県 8 .Jl 10 i 2' ]'..' ．） -l :l 16 :i '~) I .l i ii ） 

岡山県 JO ;,6 12 ＇ ： " 1 4 l 
広島県 1:-l 67 6 I I 6 I 

' 
II」11県 14 :i, r 、）

徳島県 4 :,ti I 8 ! ！ I 6 ＇） 

香川県 1 5 38 （） i ： I ： 

党媛駅 12 44 14 ！ : 
翡知呪 ， :ZS ]') 

• 

；幅岡県 24 65, 8 I 4i fj() I' I 
佐費県 I ]7 , ,)' 1. 2 B :i :l 4 22 ＇） 

長崎り，¥' 8 ,o 1 :: 2 1:; :l 2 L1 

熊本県 11, 62 n 
• 

l 

大分製 II , :l6 11 ］ 
• 

t宮崎県 ， 28 I 

鹿児島県 14 73 i ， 1 I I ，， ， 

沖縄しr,1 10 16 27 

＾ +、
国 694 , 1. 990 :i68 2X n 167 ,,:l :?6 16 IL;, • 26 5 3 '~).', ' : ~I : I 

広域的な保険者運営を行う地域

仏域的な保険名運営を釘う巾町村

59地域

Hl市町村

※!) 平成12年 4月 !Uまでに広域化を行う （形態0)変史を含む）ことを決定してしスる地域を含む

※2) 平成11年 9月現在で介護保険財政0)仏域化を決定していた地域は55地域41'.l巾町村

（出典） 介護保険制度実施推進本部げミ国介護保除担灯課長会議資料』 2000年 1月2611疇 7U頁り

21~-3-4~413 (香法 2002)



表 3 認定審査会の設置形態

平成 12年 1月 14日調査
都道府県別市町村数 機関0)共同設置 広域連合 一部事務組合 事務の委託 単独実施

1『特別屈 町 村 坦域数 市 町 村 池域数 市 町 村 坦坂穀 市 町 村 市 町 村 市 町

北海道 34 154 24 45 11 138 24 ］ I 5 22 ll 

青森県 8 34 25 I 1 3 4 2 3 13 12 3 4 18 ， 
岩手県 13 30 16 6 5 ， 6 2 3 4 5 4 15 10 I 2 

宮 城 県 10 59 2 10 1 28 I 5 5 30 l I 4 

秋田県 ， 50 1() 3 12 2 6 6 34 8 2 3 2 

山形県 13 27 4 3 I 13 4 12 14 

福島県 10 52 28 12 2 32 10 4 3 19 18 5 1 

茨城県 20 48 17 15 5 29 11 2 ， 3 1 15 IO 

栃木県 12 35 2 2 6 12 29 

群馬県 II 33 26 6 6 19 11 4 3 10 14 2 4 

埼玉県 43 38 JI 4 2 6 2 2 2 10 6 L 39 22 

千葉県 31 44 5 6 1 18 3 3 3 17 2 27 ， 
束京都 50 5 8 2 50 J 

神奈川県 19 17 I 2 7 19 10 

新褐県 20 57 35 15 ， 31 21 6 3 21 14 8 5 

富 山 県 ， 18 8 5 4 18 8 5 

石 川 県 8 27 6 7 2 15 6 1 4 6 8 

福井県 7 22妥 6 5 3 16 ＇ .} 1 6 1 2 I 2 

山梨県 7 37 20 3 1 7 5 I 2 1 4 5 3 29 10 l I 

長野県 17 36 67 8 I I 27 58 2 6 ， ， 
岐阜県 14 :-）3 - 3() 3 I 8 7 I 24 21 6 8 23 ， 4 

静岡県 21 49 4 12 8 32 4 3 10 13 7 

愛知県 31 47 10 5 1 15 4 1 3 I 3 8 4 27 23 

三頂県 13 47 ， 4 J 0 15 l 8 7 29 7 I 3 I 3 

滋 賀 県 7 42 ！ 3 3 11 I 5 1 2 8 4 18 

東都府 12 31 l 1 2 1 30 I 10 

大阪府 33 10 I, 4 4 6 1 I 3 26 4 

兵庫県 22 66 

゜
3 10 7 2 33 20 23 

余良県 JU 20 17 4 2 7 4 2 2 6 13 l 7 6 

和歌山県 7 36 7 4 I 11 I 4 2 17 4 4 8 

鳥取県 4 31 4 l 1 8 l 2 3 23 3 

島根県 8 41 10 I 2 5 2 12 5 6 6 24 5 

岡山県 IO 56 12 12 3 35 7 1 3 2 1 8 5 5 6 10 

広島県 13 67 6 10 4 31 I 2 1 6 3 1 12 4 8 13 

山 口 県 14 37 .) r ， 2 25 I 1 3 4 12 ， 
徳 島 県 4 38 8 5 11 1 1 7 1 4 20 6 4 

香川県 5 38 

゜
6 5 38 

愛媛県 12 44 14 10 I 30 11 2 2 5 3 ， ， 
高知県 ， 25 19 7 4 13 6 l 3 2 5 2 8 8 3 l 

福岡県 24 65 8 3 6 4 1 4 60 8 14 I 

佐賀県 7 37 5 1 l 2 1 2 13 3 3 4 22 2 

長 崎 県 8 70 1 7 4 26 1 I ， 5 2 35 2 

能本県 II 62 21 3 2 13 12 4 4 32 3 3 3 17 6 2 

大分県 II 36 11 l I ,) C 4 3 13 3 5 7 18 8 

宮崎県 ， 28 7 10 ， 28 7 

鹿児島県 14 73 ， 2 ， ll 12 61 7 2 2 2 1 

沖縄県 JO 16 27 5 3 11 24 7 5 

全 国 694 1,990 I 568 264 112 726 178 55 50 296 142 147 113 664 216 

゜
40 8 419 264 

介護認定審査会を広域的に設置する地域 ※ l 

介蔑認定審査会を広域的に設置する市町村

介護認定審査会を単独で設置する市町村

477地域

2,545市町村

707市町村

※1) 事務の委託を行う市町村については，受託主体ごとに 1地域として計上

※2) 平成12年 4月 1日までに広域化を行う（広域形態の変更を含む）ことを決定している地域を含む

（出典） 表 2と同じ， 71頁。

村

2 

2 

I 

2 

6 

l 

2 

2 

3 

3 

24 
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広域連合の展開（村上）

一
部
事
務
組
合
を
利
用
す
る
秋
田
県
、

新
潟
県
、

富
山
県
、

和
歌
山
県
が
注
目
さ
れ
る
。

ッ
ク
化
し
て
広
域
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
認
定
審
査
会
の
広
域
的
設
置
の
形
態
を
都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
長
野
県
の
八

つ
の
広
域
連
合
（
一

ビ
ス
水
準
の
違
い
等
、

―
市
二
七
町
五
八
村
）
が
際
だ
っ
て
い
る
。
な
お
広
域
的
な
保
険
者
運
営
の
形
態
に
つ
き
、
広
域
連
合
で
は
な
く
、

ま
ず
、
介
護
保
険
を
目
的
と
す
る
広
域
連
合
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
立
法
時
に
説
明
さ
れ
た
都
道
府
県
の
参
加
や
都
道
府
県
か
ら
の
権
限

委
譲
に
つ
い
て
み
る
と
、
ど
の
広
域
連
合
に
お
い
て
も
実
現
し
て
い
な
い
。

つ
ぎ
に
、
介
護
保
険
事
務
の
一
部
の
広
域
処
理
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
要
介
護
認
定
事
務
で
あ
る
が
、
要
介
護
認
定
事
務
だ
け
の
広
域

化
で
あ
れ
ば
、
二
六
四
地
域
(
-
―
二
市
七
二
六
町
一
七
八
村
）
が
認
定
審
査
会
の
共
同
設
閻
を
し
て
い
る
よ
う
に
（
表

3
参
照
）
、
機
関

の
共
同
設
置
の
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
り
、
広
域
連
合
を
設
附
す
る
必
要
は
な
い
。

さ
ら
に
、
広
域
連
合
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
広
域
化
が
保
険
者
管
理
を
は
じ
め
と
す
る
事
務
を
効
率
化
す
る
と
し
て

も
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
非
効
率
に
す
る
。

と
く
に
巨
大
広
域
連
合
で
は
、
問
閣
が
大
き
い
。
た
と
え
ば
佐
賀
中
部
広
域
連
合
（
二
市
一
三

町
三
村
、
域
内
人
口
は
三
六
万
人
で
県
人
口
の
約
四
割
、
域
内
の
要
援
護
高
齢
者
約
八
五

0
0
人
で
県
全
体
の
五
三
％
）

の
場
合
、
県
内

市
町
村
は
高
齢
者
福
祉
計
画
の
水
準
が
低
く
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
も
遅
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
広
域
連
合
が
設
立
さ

れ
た
。
介
護
保
険
行
政
は
、
市
町
村
に
と
っ
て
で
き
れ
ば
や
り
た
く
な
い
事
務
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
広
域
連
合
は
、
明
ら
か
に
自

治
体
の
行
政
責
任
の
放
棄
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
巨
大
広
域
連
合
で
あ
る
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合
（
四
市
六
七
町
村
、
域

内
人
ロ
一
―
一
万
九
千
人
）

の
場
合
、
離
島
か
ら
山
間
地
ま
で
の
地
形
や
人
口
密
度
、
高
齢
者
の
状
態
、
財
政
事
情
の
違
い
、
福
祉
サ
ー

さ
ま
ざ
ま
な
相
違
点
を
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
、
保
険
料
の
設
定
や
事
業
計
画
の
策
定
等
、
地
域
の
介
護
を
必
要

と
す
る
人
の
実
態
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
か
疑
問
で
あ
る
。
両
広
域
連
合
と
も
、
問
題
点
と
し
て
、
構
成
市
町
村
の
ニ
ー
ズ

や
地
域
の
実
態
に
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
こ
と
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
均
等
化
が
難
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

; 
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つ
ぎ
に
、
中
規
模
都
市
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
広
域
連
合
も
、
同
様
に
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
阪
府
の
く
す
の
き
広
域

連
合
（
三
市
、
合
計
人
口
三
六
万
五
千
人
）

は
、
保
険
料
格
差
が
問
題
に
な
っ
た
国
民
健
康
保
険
の
二
の
舞
を
避
け
る
た
め
に
設
立
さ
れ

て
お
り
、
住
民
の
介
護
を
受
け
る
権
利
の
保
障
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
都
市
広
域
連
合
で
あ
る
知
多
北
部
広
域
連
合
（
三

市
一
町
、
合
計
人
口
約
三

0
万
人
）

で
は
、
自
治
体
の
人
口
規
模
が
三

0
万
＼
五

0
万
人
規
模
で
あ
れ
ば
、
介
護
関
連
事
業
者
が
進
出
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
各
構
成
自
治
体
が
単
独
で
介
護
保
険
を
運
営
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
間
が
食
指
を
伸
ば
せ
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
市
場
づ
く
り
の
為
に
広
域
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
民
営
化
の
推
進
を
め
ざ
す
社
会
保
障
構
造
改
革
の
先
駆
け
と
し
て
の
介
護

し
た
が
っ
て
介
護
保
険
事
務
の
広
域
化
は
も
っ
ぱ
ら
行
政
側
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
、
住
民
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
限
ら
れ

て
い
る
。

サ
ー
ビ
ス
内
容
や
保
険
料
に
格
差
を
付
け
た
く
な
い
と
い
う
「
横
並
び
意
識
」
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
民
営
化
が
広
域
化
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
基
礎
的
自
治
体
の
地
域
密
着
性
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
町
村
が
本
来
果
た
す
べ
き
責
任
の
回
避
を
意
味

(13) 

す
る
。さ

ら
に
、
広
域
連
合
は
国
・
県
か
ら
直
接
権
限
委
譲
を
受
け
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
国
か
ら
の
権
限
委
譲
を
受
け
た
広

域
連
合
は
未
だ
存
在
し
な
い
。
他
方
、
県
か
ら
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
広
域
連
合
は
八
つ
あ
る
。
全
国
で
初
め
て
県
知
事
か
ら
の
事
務
委
譲

が
な
さ
れ
た
の
は
、
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
火
薬
類
の
譲
渡
等
に
関
す
る
許
可
事
務
及
び
液
化
天
然
ガ

ス
設
備
工
事
届
の
受
理
に
関
す
る
事
務
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
事
務
が
そ
の
後
、
長
野
県
の
七
つ
の
広
域
連
合
（
上
田
地
区
広
域
連

合
、
松
本
広
域
連
合
、
木
曽
広
域
連
合
、
南
信
州
広
域
連
合
、
北
ア
ル
プ
ス
広
域
連
合
、
佐
久
広
域
連
合
及
び
諏
訪
広
域
連
合
）
に
も
委

権

限

委

譲

保
険
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。

―
―
四
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広域連合の展開（村上）

域
連
合
は
、

譲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
委
譲
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
事
務
は
、
住
民
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
事
務
と
は
評
価
で
き
な
い
。

広
域
連
合
の
組
織
・
機
構
等一

部
事
務
組
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
広
域
連
合
の
議
員
は
構
成
自
治
体
の
議
会
の
議
長
で
あ
る
こ
と

こ
の
よ
う
な
広
域
連
合
議
会
の
議
員
の
選
出
方
法
は
地
方
自
治
法
が
禁
止
し
て
い
る
宛
て
職
の
疑
い
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
議
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
広
域
連
合
議
会
は
た
ん
に
形
式
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
会
期
一
日

づ
く
り
広
域
連
合
）

一
五

ほ
と
ん
ど
の
場
合
議
論
も
な
く
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
広
域
連
合
の
条
例
及
び
規
則
の
多

く
は
、
構
成
市
町
村
の
そ
れ
ら
を
準
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
旧
自
治
省
が
示
し
た
規
約
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
住
民
参
加
の
前
提
と
な
る
情
報
公
開
条
例
は
、
わ
ず
か
二
つ
の
広
域
連
合
（
函
館
圏
公
立
大
学
広
域
連
合
、
彩
の
国
さ
い
た
ま
人

で
制
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
広
域
計
画
こ
そ
が
、
広
域
連
合
を
事
務
の
共
同
処
理
組
織
で
あ
る
一
部
事
務
組
合
と
区
別
す
る
特
質
で
あ
る
が
、

計
画
の
策
定
は
、
設
立
後
そ
う
と
う
遅
れ
て
策
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
広
域
連
合
は
構
成
自
治
体
の
事
務
の
共
同
処
理
組
織
以
じ

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
広
域
連
合
は
、
実
際
に
は
た
ん
な
る
事
務
の
共
同
処
理
の
仕
組
み
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
広

一
部
事
務
組
合
の
看
板
を
掛
け
替
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
広
域
市
町
村
圏
型
広
域
連
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

広
域
連
合
が
広
域
行
政
機
構
で
あ
る
協
議
会
・
一
部
事
務
組
合
の
統
合
化
の
受
け
皿
と
し
て
活
用
さ
れ
、
圏
域
の
総
合
的
な
広
域
行
政
体

五

結

ヨ
躙

に
は
機
能
し
え
な
い
。

ず
か
に
＝
二
＼
四
日
し
か
開
催
さ
れ
ず
、

が
多
く
、

広
域
連
合
の
組
織
・
機
構
は
、

四

（
実
質
わ
ず
か
数
時
間
）

一
般
に
広
域

で
年
間
わ

21 3•4~-417 (香法 2002)



検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

III 

法
制
度
と
し
て
の
広
域
連
合
の
実
態
を
生
み
出
し
た
要
因

法
制
度
と
し
て
の
広
域
連
合
の
実
態
を
生
み
出
し
た
要
因
と
し
て
は
、
①
国
等
に
よ
る
政
策
的
誘
導
、
②
基
礎
的
自
治
体
の
自
己
防
衛
、

③
県
の
権
限
委
譲
へ
の
不
信
感
・
懸
念
、
④
広
域
連
合
の
財
政
的
事
情
等
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
に
つ
い
て

国
等
に
よ
る
政
策
的
誘
導

ま
ず
、
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
た
原
因
と
し
て
は
、
広
域
連
合
の
構
成
市
町
村
の
意
思
で
は
な
く
、
国
及
び
そ
の
意
思
を
具
体
化
す
る

都
道
府
県
に
よ
る
財
政
的
な
支
援
を
は
じ
め
と
す
る
政
策
誘
導
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
地
方
交
付
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
国
の
財
政
上
、

設
置
に
あ
た
っ
て
一
構
成
団
体
あ
た
り
七

0
0万
円
の
特
別
交
付
税
措
置
が
な
さ
れ
る
ほ
か
（
一
部
事
務
組
合
の
場
合
は
、
三

0
0万
円(19) 

で
あ
る
。
）
、
広
域
計
画
に
基
づ
き
公
共
施
設
を
整
備
す
る
一
定
の
場
合
、
地
方
債
（
地
域
総
合
整
備
事
業
債
）
の
充
当
率
が
嵩
上
げ
さ
れ
る

(20) 

（
一
部
事
務
組
合
の
七
五
％
か
ら
八
五
％
へ
）
。
広
域
連
合
の
事
務
局
長
が
県
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
大
分
県
、

三
重
県
な
ど
に
お
い
て
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
た
背
景
に
は
、
以
下
の
市
町
村
に
と
っ
て
の
財
政
的
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

ら
は
、
当
初
の
危
惧
は
当
面
回
避
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

価
す
る
立
場
か
ら
は
、
骨
抜
き
に
さ
れ
た
広
域
連
合
と
評
価
さ
れ
る
。
他
方
、
中
央
集
権
的
地
方
公
共
団
体
と
評
価
す
る
本
稿
の
立
場
か

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
、

と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
の
問
題
と
な
る
。
広
域
連
合
を
「
市
町
村
以
上
、
都
道
府
県
未
満
」
の
自
治
体
と
評

―
―
六
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広域連合の展開（村上）

一
七

全
国
で
一
番
最
初
に
設
立
さ
れ
た
大
分
県
の
大
野
広
域
連
合
(
-
九
九
六
年
四
月
一
日
設
立
）

や
東
国
東
広
域
連
合
の
設
立
の
き
っ
か

け
は
、
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
建
設
で
あ
る
が
、
広
域
連
合
制
度
を
活
用
す
れ
ば
、
施
設
の
建
設
に
際
し
、
国
や
県
か
ら
財
政
的
な
支
援
を

受
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
広
域
連
合
設
立
の
直
接
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
の
建
設
は
、
国
の
地
域
総
合
整
備

事
業
債
お
よ
び
大
分
県
過
疎
地
域
等
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
事
業
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
当
時
の
「
大
野
広
域
町
村
圏
協
議
会
」
に
法
人
格
が
な
く
、
起
債
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
新
た
に
広
域
市
町

村
圏
と
し
て
一
部
事
務
組
合
を
設
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

針
で
あ
っ
た
の
で
、
県
か
ら
文
化
セ
ン
タ
ー
の
建
設
お
よ
び
管
理
を
広
域
連
合
で
実
施
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
あ
っ
た
。

ぶご

大
野
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
を
解
散
し
、
大
野
広
域
連
合
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
分
県
の
臼
津
広
域
連
合
設
立
の
き
っ
か
け
は
、

し
か
し
当
時
県
で
は
新
た
な
一
部
事
務
組
合
の
設
償
は
認
め
な
い
と
い
う
方

圏
事
務
組
合
が
、
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
積
立
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、

い
て
は
、
広
域
連
合
を
広
域
行
政
機
構
と
す
る
圏
域
を
対
象
と
す
る
旨
の
旧
自
治
省
の
指
導
が
あ
り
、

た
だ
こ
の
適

そ
こ
で

ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
造
成
計
画
に
あ
っ
た
。
当
初
は
臼
津
地
域
広
域
市
町
村

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
た
。
な
お
熊
本
県
の
宇
城
広
域
連
合
も
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
指
定
さ
れ
、
圏
域
の

施
設
整
備
を
予
定
し
て
い
た
が
、
施
設
整
備
の
た
め
の
起
債
優
遇
措
置
は
、
広
域
連
合
の
設
立
が
前
提
で
あ
る
旨
の
旧
自
治
省
か
ら
の
指

導
を
受
け
、
広
域
連
合
設
立
に
至
っ
て
い
る
。

大
分
県
で
は
、
広
域
連
合
の
設
置
初
年
度
に
要
す
る
事
務
費
等
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
の
単
独
事
業
と
し
て
「
地
域
振
興
事
業
調
整
費
」

と
い
う
地
域
振
興
の
た
め
の
特
別
な
補
助
制
度
な
ど
を
活
用
し
、

広
域
連
合
の
設
置
を
推
進
す
る
た
め
、

（

大

分

県

そ
の
設
置
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
財
政
的
措
置
を
行
っ
た
。

さ
ら
に

一
九
九
六
年
度
か
ら
大
分
県
独
自
の
財
政
支
援
措
置
と
し
て
「
広
域
連
合
み
ち
づ
く
り
事
業
」
を

ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
に
選
定
さ
れ

一
九
九
六
年
度
の
「
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
」

の
選
定
に
つ

21 3・4 419 (香法 2002)



合
統
合
支
援
事
業
で
は
、

一
九
九
八
年
度
に

創
設
し
た
。
新
た
に
設
置
さ
れ
た
広
域
連
合
の
構
成
市
町
村
が
地
域
総
合
整
備
事
業
を
適
用
し
て
市
町
村
道
を
整
備
す
る
場
合
、
起
債
充

当
残
一

0
％
か
ら
一
五
％
に
対
し
毎
年
度
一
億
円
を
限
度
と
し
、
三
年
間
で
三
億
円
ま
で
全
額
補
助
さ
れ
る
。
広
域
連
合
で
中
核
施
設
を

建
設
す
る
場
合
、
地
域
総
合
整
備
事
業
債
を
活
用
し
て
事
業
費
の
八
五
％
ま
で
の
起
債
が
認
め
ら
れ
る
。
加
え
て
県
が
残
り
一
五
％
の
二

(24) 

分
の
一
を
補
助
す
る
。
さ
ら
に
元
利
償
還
金
の
最
高
五
五
％
が
交
付
税
で
も
ど
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

香
肌
奥
伊
勢
資
源
化
広
域
連
合
の
設
立
動
機
は
、
県
の
支
援
で
あ
っ
た
。
ご
み
処
理
の
広
域
化
の
組
織
形
態
に
つ
い
て
は
、

組
合
か
広
域
連
合
か
の
選
択
で
あ
っ
た
が
、
県
が
ご
み
固
形
燃
料

(
R
D
F
)
化
構
想
(
-
九
九
三
年
度
）
を
推
進
し
、
県
策
定
の
新
総
合
計

画
(
-
九
九
七
年
―
一
月
）
に
基
づ
く
「
生
活
創
造
圏
づ
く
り
推
進
事
業
費
補
助
金
」
（
生
活
創
造
圏
づ
く
り
推
進
事
業
等
実
施
要
綱
）
で

造
成
費
の
大
半
が
賄
え
る
こ
と
か
ら
、
広
域
連
合
が
設
立
さ
れ
た
。

三
重
県
で
は
、
県
内
四
地
域
に
専
任
の
県
職
員
を
配
置
し
、
広
域
化
に
向
け
た
実
務
面
で
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
。

は
、
生
活
創
造
圏
づ
く
り
推
進
事
業
費
補
助
金
の
補
助
対
象
事
業
と
し
て
、
行
政
体
制
整
備
事
業
で
あ
る
広
域
連
合
設
立
支
援
事
業
（
介

護
保
険
を
中
心
と
し
て
、
生
活
創
造
圏
等
を
単
位
と
す
る
広
域
連
合
の
設
立
に
よ
り
広
域
行
政
体
制
の
整
備
を
推
進
す
る
事
業
）
お
よ
び

一
部
事
務
組
合
統
合
支
援
事
業
（
既
存
の
一
部
事
務
組
合
を
廃
止
し
、
広
域
連
合
へ
統
合
す
る
事
業
）
、
地
域
づ
く
り
事
業
で
あ
る
広
域
連

合
広
域
計
画
推
進
事
業
の
う
ち
の
特
別
事
業
と
し
て
の
介
護
保
険
財
政
基
盤
安
定
化
事
業
（
広
域
連
合
が
保
険
者
と
な
る
介
護
保
険
事
業

に
お
け
る
介
護
保
険
財
政
基
盤
の
安
定
化
対
策
）
な
ど
の
事
業
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
三
事
業
に
つ
い
て
は
、
補
助
期
間
は
二

0
0
0年
度
ま
で
で
あ
っ
た
。
補
助
金
の
額
は
、
広
域
連
合
設
立
支
援
事
業
で
は
、

(2) 

重

県

一
広
域
連
合
当
た
り
五

0
0
0万
円
、

一
部
事
務
組

―
つ
の
一
部
事
務
組
合
当
た
り
五

0
0万
円
、
介
護
保
険
財
政
基
盤
安
定
化
事
業
の
補
助
率
は
二
分
の
一
で
あ

―
―
八

一
部
事
務
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広域連合の展開（村上）

さ
れ
て
い
る
。

基
礎
的
自
治
体
の
自
己
防
衛

で
あ
る
。
介
護
保
険
財
政
基
盤
安
定
化
事
業
に
つ
い
て
は
、

―
―
九

一
九
九
九
年
八
月
三
〇

一
部
事
務
組
合
と
ほ
と
ん

っ
た
。
―

1
0
0
一
年
四
月
一
日
施
行
の
「
生
活
創
造
圏
づ
く
り
推
進
事
業
等
実
施
要
綱
」
に
よ
れ
ば
、
広
域
行
政
体
制
整
備
事
業
費
補
助

金
の
対
象
と
し
て
、
広
域
連
合
広
域
計
画
推
進
事
業
、
介
護
保
険
財
政
基
盤
安
定
化
事
業
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
広
域
連
合
広
域
計

画
推
進
事
業
に
つ
い
て
の
補
助
率
は
三
分
の
二
で
あ
り
、
二

0
0
0年
度
ま
で
に
設
立
さ
れ
た
広
域
連
合
を
対
象
に
二

0
0
二
年
度
ま
で

自
治
体
の
自
己
防
衛
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

―
1
0
0
五
年
度
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
事
業
を
対
象
と
し
、

そ
の
補
助
率
は
二

分
の
一
で
あ
る
。
た
だ
し
二

0
0
0
年
度
か
ら
二

0
0
二
年
度
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
も
の
は
三
分
の
二
で
あ
る
。
な
お
島
根
県
で
も
、
介

護
保
険
広
域
化
総
合
支
援
交
付
金
制
度
を
設
け
て
、
保
険
財
政
を
一
元
化
す
る
場
合
、
二
年
間
で
八

0
0
0万
円
の
財
政
支
援
を
行
う
こ

哀
i
)

と
か
ら
、
六
地
域
三
九
市
町
村
の
広
域
化
が
実
現
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
国
等
に
よ
る
政
策
的
誘
導
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
広
域
連
合
が
、

そ
の
実
際
の
運
用
に
お
い
て
、

と
し
て
位
附
づ
け
、
広
域
行
政
を
推
進
す
る
政
策
主
体
に
ま
で
発
展
さ
せ
よ
う
、

ど
違
い
が
な
い
最
大
の
原
因
は
、
広
域
連
合
の
構
成
市
町
村
が
、
広
域
連
合
を
一
部
事
務
組
合
と
同
様
に
市
町
村
行
政
を
補
完
す
る
制
度

と
考
え
て
い
な
い
こ
と
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
構
成

た
と
え
ば
長
野
県
で
は
、
広
域
連
合
は
構
成
団
体
に
と
っ
て
警
戒
す
べ
き
存
在
に
変
貌

す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
広
域
連
合
の
運
用
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
一
部
事
務
組
合
の
と
き
と
同
じ
方
法
で
行
う
こ
と
が
約
束

高
知
県
の
中
芸
広
域
連
合
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
の
保
険
料
統
一
が
一
町
の
議
会
の
反
対
で
延
期
さ
れ
た
。

日
の
広
域
連
合
を
構
成
す
る
五
町
村
首
長
会
で
、
広
域
連
合
が
保
険
者
に
な
り
、
介
護
保
険
料
の
一
本
化
に
合
意
し
た
。
保
険
料
統
一
の

た
め
の
規
約
変
更
は
、
構
成
町
村
議
会
の
議
決
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
安
田
町
議
会
が
、
同
年
九
月
ニ
―
日
の
九
月
定
例
会
に
お
い
て
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四
ら
れ
る
。

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

全
会
一
致
で
否
決
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
国
体
用
体
育
館
の
建
設
問
題
で
過
去
に
食
い
違
い
が
あ
り
、
安
田
町
の
議
員
の
間
に
広
域

連
合
の
や
り
方
に
対
す
る
不
満
が
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
と
、
介
護
保
険
料
が
単
独
で
実
施
す
る
よ
り
広
域
で
統
一
す
る
方
が
高
く
な
る
た

め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
介
護
保
険
料
の
統
一
を
一
旦
断
念
し
、
当
面
は
各
町
村
が
保
険
者
の
ま
ま
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
広
域
連
合
の
長
が
公
選
に
よ
っ
て
、
構
成
市
町
村
の
長
以
外
か
ら
選
出
さ
れ
た
場
合
、
広
域
連
合
と
構
成
市
町
村
間
の
調
整
が
む

ず
か
し
く
、

ま
た
選
挙
で
選
ば
れ
た
広
域
連
合
の
議
員
と
市
町
村
議
員
と
の
関
係
が
複
雑
に
な
る
こ
と
か
ら
、
公
選
制
が
実
施
さ
れ
て
い

な
い
。
な
お
広
域
連
合
へ
の
権
限
委
譲
が
進
ま
な
い
理
由
は
、
広
域
計
画
の
内
容
が
権
限
委
譲
を
必
要
と
す
る
内
容
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
大
分
県
の
広
域
連
合
の
場
合
、

広
域
計
画
の
内
容
が
権
限
委
譲
を
必
要
と
し
な
い
も
の
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
基
礎
的
自
治
体
の
自
己
防
衛
の
現
れ
、

県
の
権
限
委
譲
へ
の
不
信
感
・
懸
念

広
域
連
合
の
財
政
的
事
情
等

そ
の
事
業
内
容
が
国
や
県
か
ら
の
権
限
委
譲
を
必
要
と
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
広
域
連
合
へ
の
権
限
委
譲
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
県
か
ら
市
町
村
へ
の
権
限
委
譲

が
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
事
務
処
理
経
費
と
し
て
の
交
付
金
が
事
務
量
に
見
合
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、

最
後
に
、
連
合
議
会
・
連
合
長
の
選
挙
を
公
選
制
と
し
な
い
理
由
は
、

と
評
価
す
る
こ

そ
の
理
由
の
一
っ
と
考
え

た
と
え
ば
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
の
場
合
、
試
算
で
も

六
0
0
0万
円
の
経
費
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の
理
由
は
、
広
域
連
合
が
発
足
し
た
ば
か
り
で
あ
る
た
め
、
公
選
を
行
う

―
二

0
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広域連合の展開（村上）

こ
と
に
よ
っ
て
利
害
対
立
な
ど
が
表
面
化
し
て
、
広
域
連
合
の
運
営
に
支
障
を
来
す
こ
と
を
危
惧
し
た
こ
と
に
あ
る
。

広
域
連
合
の
改
革
の
方
向

広
域
連
合
積
極
評
価
説

広
域
連
合
を
積
極
的
に
評
価
す
る
立
場
か
ら
は
、
豊
富
な
自
治
の
蓄
積
を
持
つ
都
市
自
治
体
に
よ
る
新
た
な
自
治
の
仕
組
み
づ
く
り
と

い
う
実
験
の
場
と
し
て
、
広
域
連
合
制
度
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
広
域
連
合
が
、
基
礎
的
自
治
体
の
広

域
的
な
事
務
の
共
同
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
、
基
礎
的
自
治
体
が
抱
え
る
様
々
な
地
域
課
題
の
う
ち
、

べ
き
も
の
に
つ
い
て
判
断
し
、

そ
れ
に
必
要
な
権
限
、
情
報
、
技
術
な
ど
を
「
ひ
と
つ
の
声
」

治
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

―
つ
の
圏
域
で
対
応
す

と
し
て
都
道
府
県
や
国
に
求
め
て
い
く
政

ま
た
、
北
海
道
の
よ
う
に
広
大
な
面
積
の
と
こ
ろ
で
は
、
市
町
村
合
併
に
比
較
し
て
も
有
用
な
制
度
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
支
庁
改

革
と
し
て
、
支
庁
制
度
を
広
域
圏
庁
と
狭
域
的
地
域
庁
の
二
種
類
に
分
け
、
将
来
的
に
各
狭
域
的
地
域
庁
と
市
町
村
が
広
域
連
合
を
形
成

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
高
知
県
で
は
、
高
知
方
式
の
県
と
市
町
村
の
関
係
の
見
直
し
及
び
新
し
い
地
方
自
治
の
文
化
の
情
報
発

信
と
い
う
こ
と
か
ら
、
県
が
入
っ
た
広
域
連
合
の
可
能
性
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
岩
手
県
で
は
、
道
州
制
へ
の
移
行
の
第
一
段
階

と
し
て
、
都
道
府
県
か
ら
移
譲
さ
れ
る
事
務
を
広
域
連
合
（
県
と
市
町
村
の
広
域
連
合
も
あ
り
う
る
）

置
付
け
ら
れ
、

で
処
理
す
る
こ
と
も
選
択
肢
と
位

そ
の
第
二
段
と
し
て
、
県
域
を
越
え
た
事
務
事
業
を
都
道
府
県
の
広
域
連
合
で
処
理
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

IV 
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広
域
連
合
消
極
評
価
説

~ 

広
域
連
合
を
中
央
集
権
的
地
方
公
共
団
体
と
評
価
す
る
本
稿
の
立
場
は
、
ま
ず
既
存
の
広
域
連
合
に
対
し
て
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
広

(32) 

域
連
合
を
解
散
す
る
こ
と
を
、
広
域
連
合
を
存
続
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
広
域
的
処
理
を
求
め
る
住
民
自
治
的
意
思
を
広
域
連
合
の
運
営

に
反
映
す
る
民
主
的
統
制
の
強
化
を
求
め
る
。
ま
た
今
後
の
広
域
連
合
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
広
域
行
政
の
必
要
性
が
存
在
す
る
の

か
、
つ
ぎ
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
広
域
連
合
以
外
の
共
同
処
理
形
態
で
は
処
理
で
き
な
い
の
か
等
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

ま
ず
、
広
域
連
合
創
設
当
初
に
は
、
広
域
連
合
は
市
町
村
合
併
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

域
連
合
推
進
期
に
は
、
広
域
連
合
は
合
併
の
「
避
難
所
」

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
合
併
を
望
ま
な
い
市
町
村
が
、
広
域
連

合
の
導
入
を
積
極
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
、
介
護
保
険
が
課
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
、

(33) 

と
い
え
よ
う
。

広
域
連
合
が
急
速
に
設
立
さ
れ
て
い
っ
た
、

し
か
し
今
日
で
は
、
国
に
よ
る
市
町
村
合
併
推
進
政
策
の
展
開
に
よ
り
、
広
域
連
合
の
あ
り
方
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
市

町
村
合
併
研
究
会
報
告
書
(
-
九
九
九
年
五
月
）

明
確
と
な
り
が
ち
で
あ
り
、

と
し
て
、
人
材
を
確
保
し
、

は
、
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
と
の
関
係
」

＞
広
域
行
政
に
お
け
る
広
域
連
合
と
市
町
村
合
併

に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
事

務
の
共
同
処
理
方
式
に
よ
る
場
合
に
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
住
民
と
行
政
と
の
間
の
距
離
が
遠
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
の
所
在
が
不

ま
た
、
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
相
当
程
度
の
時
間
や
労
力
を
要
す
る
た
め
に
、
迅
速
・
的
確
な
意
思
決

定
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
実
施
な
ど
に
支
障
を
生
じ
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
総
合
的
な
行
政
主
体

か
つ
、
地
域
の
課
題
を
包
括
的
に
解
決
す
る
観
点
か
ら
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
意
思
決
定
、
事
業
実
施

つ
ぎ
に
、
広
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広域連合の展開（村上）

一
部
事
務
組
合
の
見
直
し
も
加
わ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
旧
自
治
省
市
町
村
合
併
研
究
会
座
長
で
あ
っ
た
森
田
朗
教
授
は
「
自
治
体
を
、
『
地
域
の
共
同
体
1
1

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
単
位
』
と

し
て
捉
え
る
、
伝
統
的
な
発
想
を
修
正
し
、
充
分
な
能
力
を
も
っ
た
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
単
位
と
、
住
民
自
治
の
単
位
で
あ

ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、

る
共
同
体
の
単
位
と
を
別
個
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
発
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
広
域
連
合
を
推
進
す
る
こ
と
は
大
い
に
望

(34) 

そ
れ
を
第
一
歩
と
し
て
合
併
へ
向
か
う
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
厚
生

労
働
省
も
‘
―

1
0
0
一
年
九
月
一
一
八
日
の
全
国
担
当
課
長
会
議
に
お
い
て
、
事
業
の
広
域
化
を
図
る
た
め
の
手
段
と
し
て
市
町
村
合
併
も

あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
具
体
化
と
し
て
、
平
成
一
四
年
度
予
算
概
算
要
求
に
お
い
て
、
「
介
護
保
険
広
域
化
支
援
事
業
」
の
対
象
に
、

市
町
村
合
併
を
図
る
予
定
の
市
町
村
を
新
た
に
含
め
て
い
る
。
自
治
体
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、

日
施
行
の
改
正
「
生
活
創
造
圏
づ
く
り
推
進
事
業
等
実
施
要
綱
」
で
は
、
広
域
行
政
体
制
整
備
事
業
費
補
助
金
と
し
て
、
「
合
併
協
議
会
に

お
い
て
実
施
す
る
市
町
村
合
併
の
検
討
又
は
推
進
に
関
す
る
事
業
」
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
今
後
広
域
連
合
の
設
立
が

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
増
え
る
の
か
は
、
予
断
を
許
さ
な
い
。
さ
ら
に
広
域
市
町
村
圏
の
見
直
し
、
新
た
な
広
域
圏
を
探
る
議
論
に
あ
わ
せ
、

に
代
替
し
え
な
い
、

と
断
言
し
て
い
る
。

な
ど
を
単
一
の
団
体
が
行
う
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
」
こ
れ
を
受
け
て
、
旧
自
治
省
は
、

針
」
(
-
九
九
九
年
八
月
）
の
中
で
、
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
域
連
合
制
度
は
、

一
部
事
務
組
合
制
度
と
と
も
に
、
「
や
や
も
す
れ
ば
、
責
任
の
所
在
が
不
明
確
と
な
り
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
に

相
当
程
度
の
時
間
や
労
力
を
要
す
る
た
め
に
迅
速
・
的
確
な
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
実
施
等
に
支
障
を
生
じ
る
場
合
も

見
受
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
材
を
確
保
し
、

意
思
決
定
、
事
業
実
施
な
ど
を
単
一
の
地
方
公
共
団
体
が
行
う
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
」

「
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
つ
い
て
の
指

か
つ
、
地
域
の
課
題
を
総
合
的
に
解
決
す
る
観
点
か
ら
は
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、

と
し
て
、
広
域
連
合
制
度
は
市
町
村
合
併

た
と
え
ば
三
重
県
の
―

1
0
0
一
年
四
月
一

~ 
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
住
民
の
生
活
圏
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
対
応
す
る
行
政
需
要
が
存
在
す
る
の
か
否

つ
ぎ
に
行
政
需
要
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
広
域
行
政
1
1
自
治
体
合
併

で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
広
域
行
政
に
対
す
る
今
後
の
対
応
と
し
て
は
、
広
域
行
政
と
広
域
行
政
の
処
理

手
法
と
し
て
の
広
域
行
政
論
と
を
明
確
に
区
別
し
、
地
方
自
治
の
核
心
で
あ
る
住
民
自
治
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
団
体

自
治
の
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
自
治
体
間
の
横
の
連
携
を
通
じ
て
広
域
行
政
需
要
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
住
民

需
要
の
増
大
と
そ
の
社
会
化
の
進
展
に
よ
る
住
民
自
治
に
基
づ
く
民
主
的
自
治
体
間
の
共
同
処
理
は
必
要
で
あ
る
。
広
域
市
町
村
圏
を
み

て
も
、
福
祉
に
お
け
る
圏
域
、
医
療
に
お
け
る
圏
域
の
ほ
か
、
廃
棄
物
、
消
防
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
圏
域
の
分
け
方
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
事
務
事
業
の
内
容
に
よ
っ
て
、
広
域
行
政
の
必
要
性
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
か
ら
、
個
別
の
事
務
ご
と
に
広
域
行
政

(35) 

の
必
要
性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
に
、
市
町
村
を
補
完
支
援
す
る
都
道
府
県
の
広
域
自
治
体
の
役
割
が
議
論
さ
れ
る
。

そ
し
て
論
理
的
に
は
最
後
に
、
自
治
体
合
併
が
検
討
対
象
に
な
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
広
域
行
政
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
市
町
村
の
事
務
の
広
域
対
応
に
つ
き
、

ま
ず
市
町
村
に
よ

っ
て
組
織
さ
れ
る
広
域
連
合
で
処
理
す
る
の
が
適
切
か
否
か
が
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
市
町
村
の
事
務
の
広
域
処

理
の
方
式
に
は
、
広
域
連
合
以
外
の
事
務
の
共
同
処
理
方
式
も
あ
る
。
広
域
連
合
に
期
待
さ
れ
る
機
能
の
な
か
に
は
、
都
道
府
県
へ
の
再

配
分
（
逆
配
分
）
が
可
能
な
も
の
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
広
域
連
合
の
検
討
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
の
広
域
団
体
性
の
再
検
討
が

求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
へ
の
行
政
法
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
示
し
て
い
る
の
が
、

ヽ
ヽ
‘
△
ヽ

カ
カ

お

わ

り

に

ま
ず
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
の
原
野
教
授
の
生
理
現
象
と
病
理
現

―
二
四
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ま
ず
、
基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
が
単
独
で
自
己
の
事
務
を
処
理
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

事
務
の
広
域
的
処
理
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、

治
お
よ
び
市
町
村
の
自
治
は
希
薄
に
な
る
。

く
応
え
、
住
民
の
人
権
保
障
や
生
活
向
上
に
資
す
る
た
め
の
事
務
の
共
同
処
理
方
式
は
、
市
町
村
の
地
方
自
治
を
拡
大
す
る
も
の
と
し
て

「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
か
な
う
、

と
評
価
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
今
日
の
自
治
体
を
め
ぐ
る
諸
問
題
解
決
の
手
法
と
し
て
、

(37) 

い
わ
ば
生
理
現
象
と
し
て
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
面
、

に
強
調
し
つ
つ
行
わ
れ
る
事
務
の
共
同
処
理
方
式
は
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
の
管
理
や
運
営
を
歪
曲
す
る
こ
と
に
な
る
。

行
政
機
構
の
効
用
に
目
を
奪
わ
れ
、

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
、
た
え
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
政
能
力
の
向
上
は
、
市
町
村
の
規
模
の
拡
大
や
市
町
村
の
合
併
で
は

な
く
、

品）

象
と
の
区
別
論
で
あ
る
。

―
二
五

一
般
に
広
域

し
か
し
事
務
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、

そ
れ
を
す
べ
て
広
域
自
治
体
で
あ
る
都
道
府
県
の
事
務
に
す
る
と
、
住
民
自

そ
こ
で
住
民
自
治
お
よ
び
市
町
村
の
自
治
を
生
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
行
政
需
要
に
一
層
よ

共
同
処
理
方
式
の
病
理
的
側
面
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
務
運
営
の
民
主
化
よ
り
、
能
率
化
・
合
理
化
を
一
面
的

そ
の
多
用
が
住
民
の
直
接
的
な
意
思
の
反
映
ま
た
は
監
視
を
困
難
に
し
、
住
民
自
治
を
空
洞
化
す
る

む
し
ろ
住
民
が
力
を
出
せ
る
地
方
行
政
の
仕
組
み
を
保
障
す
る
自
治
体
内
分
権
と
住
民
参
加
の
拡
大
に
よ
る
民
主
主
義
の
活
性
化

(38) 

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
l
)

岩
崎
恭
典
「
都
市
型
広
域
連
合
の
課
題
と
展
望
」
と
う
き
ょ
う
の
自
治
三
四
号
(
-
九
九
九
年
）
一
頁
以
下
及
び
自
治
労
政
治
政
策
局
「
広
域
連
合
の
評

価
」
自
治
労
通
信
一
九
九
九
年
―
二
月
号
四
頁
以
下
参
照
。
佐
藤
克
広
教
授
も
、
「
広
域
連
合
制
度
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
と
い
う
従
来
の
二
層
制
の
地

方
政
府
構
造
の
間
に
新
た
な
地
方
政
府
を
も
ぐ
り
こ
ま
せ
た
制
度
」
で
あ
り
、
「
都
道
府
県
と
市
町
村
と
の
協
働
が
可
能
に
な
る
な
ど
先
進
的
な
内
容
を
含
」

む
、
と
評
価
す
る
（
佐
藤
ご
広
域
連
合
の
意
義
と
課
題
」
山
梨
学
院
大
学
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
広
域
行
政
の
諸
相
』
[
中
央
法
規
出
版
ヽ
ニ

o゚
ご
生

四
0
頁
以
下
参
照
）
。
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室
井
カ
・
兼
子
仁
編
『
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
・
地
方
自
治
法
」
[
日
本
評
論
社
、
了
九
九
五
年
]
三
六
五
頁
（
紙
野
健
二
執
筆
)
ヽ
拙
稿
「
広
域
連
合
と
一

部
事
務
組
合
」
村
上
博
・
自
治
体
問
題
研
究
所
編
『
広
域
連
合
と
一
部
事
務
組
合
』
[
自
治
体
研
究
社
、
了
九
九
九
年
]
ニ
一
二
貝
以
下
参
照
o

渡
辺
洋
三

先
生
は
、
「
広
域
連
合
の
自
己
決
定
権
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
住
民
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ぽ
ろ
し
の
自
己
決
定
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
（
同

『
法
と
は
何
か
（
新
版
）
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
一
九
三
頁
）
。

(
3
)

原
田
尚
彦
教
授
は
、
広
域
連
合
が
都
道
府
県
に
代
わ
る
広
域
的
な
行
政
団
体
へ
発
展
す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
る
、
と
評
価
し
て
い
た
（
同
『
地
方
自

治
の
法
と
し
く
み
』
[
学
陽
書
房
ヽ
-
九
九
五
年
]
四
九
頁
参
照
）
゜

(
4
)

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
自
治
研
中
央
推
進
委
員
会
『
「
広
域
連
合
の
評
価
」
報
告
書
』
[
-
九
九
九
年
『
総
務
庁
長
官
官
房
企
画
課
『
広
域
連
合
の

制
度
と
運
用
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書

S
長
野
県
内
の
広
域
連
合
の
事
例
を
て
が
か
り
に

S
』
[
―
九
九
九
年
]
‘
熊
本
県
総
務
部
市
町
村
課
『
広
域
連
合

制
度
の
活
用
方
策
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』
[
-
九
九
八
年
『
坂
田
期
雄
編
著
『
市
町
村
合
併
・
広
域
連
合
事
例
集
』
[
ぎ
ょ
ぅ
せ
ぃ
、
一
九
九
九
年
『
北

海
道
市
町
村
振
興
協
会
『
広
域
行
政
（
広
域
連
合
）
実
態
調
査
報
告
書
』

[
1
1
0
0
0年
]
及
び
田
島
平
伸
「
広
域
行
政
と
住
民
参
加
＼
広
域
連
合
を
素
材

と
し
て
」

N
I
R
A
政
策
研
究
―
二
巻
―
二
号
（
一
九
九
九
年
）
五
四
頁
以
下
参
照
。

(
5
)

岩
崎
、
前
掲
論
文
一
頁
参
照
。

(
6
)

辻
山
幸
宣
「
広
域
連
合
の
現
状
と
論
点
＼
効
率
性
と
圏
域
自
治
の
観
点
か
ら
」
都
市
問
題
九

0
巻
三
号
(
-
九
九
九
年
）
二
六
頁
参
照
。

(
7
)

北
良
治
「
北
海
道
空
知
中
部
地
域
に
お
け
る
介
護
保
険
の
広
域
連
携
」
都
市
問
題
九

0
巻
三
号
(
-
九
九
九
年
）
一

0
三
頁
参
照
。

(
8
)

九
州
経
済
調
査
協
会
『
分
権
社
会
と
新
し
い
主
体
』

[
1
1
0
0
0
年
]
八
四
頁
参
照
。
二

0
0
一
年
四
月
一
日
現
在
、
三
三
八
の
広
域
市
町
村
圏
の
広
域

行
政
機
構
の
う
ち
、
広
域
連
合
が
三
四
、
一
部
事
務
組
合
が
二
二

0
、
協
議
会
が
八
四
で
あ
る
(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
o
u
m
u
.
g
o
.
j
p
/
k
o
u
i
k
i
/
k
o
u
i
k
i
7
.
h
t
m
l
)
。

(
9
)

拙
稿
、
一
九
五
頁
参
照
。
本
広
域
連
合
の
主
な
問
題
点
と
し
て
、
「
構
成
市
町
村
（
行
政
・
議
会
）
の
理
解
、
協
力
意
識
が
弱
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
北
海
道
市
町
村
振
興
協
会
、
前
掲
報
告
書
五
九
頁
参
照
）
。

(10)

拙
稿
、
一
九
三
頁
以
下
参
照
。

(11)

原
田
晃
樹
「
広
域
連
合
制
度
の
特
質
と
そ
の
活
用
方
途
」
日
本
地
方
自
治
学
会
編
『
介
護
保
険
と
地
方
自
治
』
[
敬
文
堂
ヽ
一
九
九
九
年
]
二
:
八
頁
o

(12)

北
海
道
市
町
村
振
典
協
会
、
前
掲
報
告
書
一
三

0
頁
以
下
及
び
拙
稿
、
一
九
六
頁
以
下
参
照
。

（
認
）
池
田
省
三
「
福
祉
再
構
築
と
自
治
」
木
佐
•
五
十
嵐
・
保
母
編
『
地
方
分
権
の
本
流
へ
』
[
日
本
評
論
社
ヽ
一
九
九
九
年
]
九
八
頁
以
下
参
照

o

(14)

今
川
晃
、
高
橋
秀
行
、
田
島
『
地
域
政
策
と
自
治
』
穴
ム
人
社
、
一
九
九
九
年
]
八

0
頁
（
田
島
執
筆
）
参
照
。

(
2
)
 

―
二
六
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(15) 

今
川
ほ
か
、
前
掲
書
七
九
頁

（
田
島
執
筆
）

―――七

及
び
和
田
蔵
次
「
住
民
主
権
と
広
域
連
合
の
行
方
」
地
方
自
治
職
員
研
修
三
三
巻
二
号
(
―

1
0
0
0
年
）
参

照。

(16)
（17)

自
治
労
政
治
政
策
局
、
前
掲
論
文
五
頁
参
照
。

(18)

岩
崎
、
前
掲
論
文
二
頁
参
照
。
小
西
砂
千
夫
教
授
も
「
現
実
に
産
み
落
と
さ
れ
た
広
域
連
合
で
は
、
あ
ま
り
面
白
み
の
な
ジ
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
」

と
評
価
し
て
い
る
（
同
「
市
町
村
合
併
を
決
断
す
る
と
き
が
来
て
い
る
」
月
刊
地
方
自
治
六
三
三
号
八
頁
参
照
）
。

(19)

岩
崎
、
前
掲
論
文
四
頁
参
照
。

(20)

今
川
ほ
か
、
前
掲
書
七
九
頁
（
田
島
執
筆
）
参
照
。

(21)

九
州
経
済
調
査
協
会
、
前
掲
書
及
び
北
海
道
市
町
村
振
興
協
会
、
前
掲
報
告
書
四
二
頁
以
下
参
照
。

(22)

奥
田
憲
昭
「
広
域
連
合
の
可
能
性
と
限
界
」
大
分
大
学
経
済
研
究
所
研
究
所
報
三
二
号
(
-
九
九
八
年
）
―
二
三
頁
以
下
及
び
石
川
公
一
「
大
分
県
に
お

け
る
『
広
域
連
合
』
の
設
置
に
向
け
た
取
組
状
況
」
都
市
問
題
研
究
五

0
巻
六
号
（
一
九
九
八
年
）
―
-
五
頁
以
下
参
照
。

(23)

奥
田
、
同
一
三
二
頁
参
照
。

(24)

石
川
、
前
掲
論
文
―
一
七
頁
以
下
参
照
。

(25)

坂
田
、
前
掲
書
一
二
八
六
頁
以
下
参
照
。

(26)

九
州
経
済
調
査
協
会
、
前
掲
書
九
一
頁
、
奥
田
、
前
掲
論
文
一
三
三
頁
以
下
及
び
田
島
「
広
域
連
合
の
動
き
と
広
域
行
政
の
可
能
性
」
地
方
自
治
職
員
研

修
三
三
巻
二
号
(
―

1
0
0
0
年
）
三
四
頁
以
下
参
照
。

（
切
）
水
谷
利
亮
・
永
森
直
子
・
田
中
き
よ
む
「
中
芸
広
域
連
合
と
介
護
保
険
制
度
＼
『
福
祉
の
地
域
づ
く
り
』
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
分
析
」
高
知
短
期

大
学
社
会
科
学
論
集
七
七
号
(
―

1
0
0
0
年
）
一
四
五
＼
一
四
六
頁
参
照
。

(28)

岩
崎
、
前
掲
論
文
三
頁
参
照
。

(29)

佐
藤
、
前
掲
論
文
四
九
頁
参
照
。

(30)

橋
本
大
―
一
郎
『
知
事
』
[
平
凡
社
新
書
、
二

o゚
二
午
]
了
ピ
否
又
烹
照
o

森
田
朗
教
授
も
ヽ
農
村
部
に
お
け
る
「
都
道
府
県
も
参
加
し
た
広
域
連
合
」

を
提
案
し
て
い
る
（
同
「
市
町
村
合
併
の
課
題
と
都
道
府
県
の
あ
り
方
」
月
刊
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
四
九
六
号
二
五
頁
参
照
）
。

(31)

地
方
分
権
研
究
会
「
地
方
の
あ
る
べ
き
姿
」
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
研
究
試
論
「
「
あ
る
べ
き
地
方
の
姿
」
報
告
書
＼
岩
手
か
ら
の
提
言
』
〔
二

0
0

一
年
―
-
月
]
参
照
。
九
州
地
域
産
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
『
九
州
「
州
」
（
仮
称
）
の
可
能
性
と
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
調
査
報
告
書
』
(
-
九
九
六
年
三
月
）
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に
お
い
て
も
、
実
質
的
連
邦
制
と
し
て
の
道
州
制
へ
の
行
政
シ
ス
テ
ム
改
編
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
広
域
連
合
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
二
八
頁
参
照
）
。

(32)

原
田
氏
は
、
「
介
護
保
険
事
務
が
軌
道
に
の
っ
た
と
こ
ろ
で
、
広
域
連
合
の
事
務
を
市
町
村
の
事
務
に
戻
す
べ
き
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
提
案
し
て
い
る
。
同
、
前
掲
論
文
ニ
ニ
ニ
頁
参
照
。

(33)

田
島
、
前
掲
論
文
、
地
方
自
治
職
員
研
修
三
三
巻
二
号
参
照
。

(34)

森
田
「
財
政
危
機
時
代
の
市
町
村
合
併
」
月
刊
地
方
分
権
一
ー
号
一
八
頁
参
照
。

(35)

拙
稿
、
前
掲
論
文
ニ
ニ
―
頁
以
下
参
照
。

(36)

原
野
勉
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
処
理
の
方
法
」
同
『
現
代
行
政
法
と
地
方
自
治
』
[
法
律
文
化
社
ヽ
了
几
九
九
年
]
二

O
頁
以
下
参
照
o

(37)

新
藤
宗
幸
教
授
は
、
広
域
的
な
対
応
と
狭
域
的
対
応
と
の
調
和
と
い
う
観
点
か
ら
、
総
合
的
自
治
体
の
限
界
と
自
治
体
間
の
水
平
的
連
携
を
提
言
す
る

（
同
「
地
方
分
権
時
代
の
行
政
と
ま
ち
づ
く
り
」
島
根
自
治
体
学
会
『
探
・
広
域
行
政
』
[
-
九
九
九
年
]
九
二
頁
及
び
同
「
自
治
体
の
制
度
構
想
」
松
下
・

西
尾
•
新
藤
編
『
自
治
体
の
構
想
』
冨
右
波
書
店
、
二
0
0
二
年
]
―
頁
以
下
参
照
）
。

(
3
8
)保
母
武
彦
「
自
治
体
の
規
模
と
行
政
能
力
」
木
佐
•
五
十
嵐
・
保
母
編
前
掲
書
二
八
八
頁
参
照
。

（
本
稿
は
平
成
一
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
c
③
「
広
域
連
合
に
よ
る
介
護
保
険
実
施
に
関
す
る
行
政
法
学
的
研
究
」

果
の
一
部
で
あ
る
。
）

―
二
八

の
成
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九

I 

広域連合の展開（村上）

表 1 広域連合の設置状況

都道府県別

「平成 13年 7月 1日現在， 29道府県において 74広域連合が発足してい

ます。」

NJ. I I 
舌叔几 止← 

I 
I 

広域連合名
年月日

構成団体 主に処理する事務

I 
北海道 ！ 

： 

1 函館圏公立大学 I! H9.ll.5 函館市，上磯町，大野 ●公立大学の設置・管理・運営に関する事 I 
広域連合 町．七飯町，戸井町(1 務 I i 

市 4町）

2 歌志内市，奈井江町， ●介護認定審査会の設償運営 ' 

ちちゅうぶ）広 上砂川町，浦臼町，新 ●介護保険に関する次の事務 ! 
域連合 卜津川町，雨竜町 (1 被保険者資格管理

I 市 5町） 介護保険料の賦課徴収

要介護認定，要支援認定及び吏新等 I i 

0保険給付

し老人保健福祉計画，介護保険事業計画

の策定及び推進
I ●訪問看護ステーションの管理運営 ' 

●介護サービス総合支援システムの管理運 I
営 (H11/4/1システム名変更）

●医療連携システムの開発及び管理運営

I ●介護保険制度の施行に関すること

●国民健康保険事業に関すること rn111 I 
4/1追加）

●国民健康保険事業広域化の調査研究
； 

I 
l l 3 

西いぶり廃棄物 Hl2.3.> 室蘭市，伊達市，豊浦 ●ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の設＇I 
処理広域連合 町，虻田町，洞爺村， 置，管理及び運営に関する事務

大滝村，壮瞥町 (2市 ●最終処分場の管理及び運営に関する事務

3町 2村） I 
渡島（おしま） Hl2.9.27 松前町，福島町，知内 ●ごみ処理施設及び廃棄物運搬中継・中間 I； 

廃棄物処理広域 町，木古内町、上磯町， 処理施設の設屑，管理及び運営

連合 大野町，七飯町，南茅

I 部町，鹿部町，砂原町，

森町，八雲町，長万部

I 町 (13町）

I 

I 
' ＇ 
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No. 広域連合名
設立

年月日
構成団体 主に処理する事務

青森県

5 I津軽広域連合 H 10. 2 . 1 弘前市，黒石市，平賀

町，浪岡町，板柳町，

大鰐町，岩木町，藤崎

町，尾上町，田舎館村，

常盤村，西目屋村，碇

ケ関村，相馬村 (2市

7町 5村）

●広域市町村圏計画の策定，実施に必要な

連絡調幣等

●ふるさと市町村圏計画の策定，実施，連

絡調整に関する事務

●介護認定審査会の設置及び運営 (H11/ 

2/16追加）

6 Iつがる西 北五

（せいほくご）

広域連合

H 11. 3 .25 五所川原市，鯵ケ沢町，

木造町，深浦町，森田

村，岩崎村，柏村，稲

垣村，車力村，金木町．

中里町，鶴田町，市浦

村，小泊村 (1市 6IIIJ 

7村）

●広域市町村圏計画の策定，

調整

実施及び連絡

●ふるさと市町村圏計画の策定，

連絡調整

●介護認定審査会の設圏運営

●広域的課題の調査研究

実施及び

岩手県

7 I気仙（けせん）

広域連合

Hl0.3.18 大船渡市，陸前高田市，

住田町，三陸町 (2市

2町）

●広域市町村圏計画の策定．実施に必要な

連絡調整等

●ふるさと市町村圏計画の策定．

絡調整に関する事務

実施，連

●職員の共同研修に関する事務

●し尿の収集運搬，処分に関する事務

●一般廃棄物収集運搬業，浄化槽清掃業の

許可

●要介護認定，要支援認定に関する審査判

定業務 (H11/4/1追加）

s I —関（いちのせ
き）地方広域連

合

Hll.3.16 ー関市，花泉町，

町 (1市 2町）

平泉 ●介護保険に関する次の事務

0被保険者の資格管理

0介護認定審査会の設樅及び運営

0要介護認定及び要支援認定

0介護給付及び予防給付

0介護保険事業計画の策定

0介護保険料の賦課徴収

9 I久慈広域連合 H 12. 9. 5 久慈市，野田村，山形

村，大野村，普代村(1

市 4村）

●被保険者の資格管理に関すること

●要介護認定及び要支援認定に関すること

●保険給付の事務に関すること

●介護保険事業計画の策定に関すること

●介護保険料の賦課及び徴収に関すること

●その他介護保険事業に係る関係市村の連

絡調整

一
三
〇
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広域連合の展開 （村上）

．
 05 z

 

広域連合名
設立

年月日
構成団体 主に処理する事務

埼玉県

10: 彩の国さいたま

I人づくり広域連

合

Hll.5.14 埼玉県，埼玉県内の全

市町村(90市町村） (1 

県 41市 39町 10村）

●構成団体の職員の人材の開発，

確保に関する事務

交流及び

新涅県

11 I南魚沼広域連合

I 

~ 

Hl3.3.19 湯沢町，塩沢町，六日

町．大和町 (4町）

●六日町地域広域市町村圏計画0)策定並び

に当該計画に基づく事業の実施及び連絡

調整に関する事務

●南魚沼ふるさと市町村圏基金の設惰及び

管理，運用

●旧伝染病隔理病舎の管理

●養護老人ホームの設置及び管理運営

●し尿処理，生活雑排水汚泥処理及び浄化

槽汚泥処理の広域化計画の策定に関する

事務

● し尿の収集並びにし尿処理施設の設罹及

び管理運営

●生活雑排水汚泥及び浄化槽汚泥（別に定

める産業廃棄物を含む。）処理施設の設置

及び管理運営

● uJ燃ごみ処理及び不燃ごみ処理の広域化

計画の策定に関する事務

●可燃ごみ（可燃性粗大ごみを含み，別に

定める産業廃棄物を含む。）処理施設の設

閥及び管理運営

●不燃ごみ（不燃性粗大ごみを含み，別に

定める産業廃棄物を含む。）処理施設の設

固及び管理運営

●最終処分場の設置及び管理運営

●家畜指導診療所の設置及び管理連営並び

に飼畜管理の技術指導その他家畜の改良

増殖0)ために必要な事項

●放牧場の設僅及び管理運営

●町税、上下水道料等の計算及び作票、住

民情報0)管理そのほか必要と認める事務

を処理するため電子計算機の設賞及び管

理運営

●火葬場の設置及び管理運営

I 
し●休日救急診療所の設置及び管理運営

●消防組織法（昭和 22年法律第 226号）及

I び消防法（昭和 23年法律第 186号）に基

＇ づく市町村で処理すべき事務

I 
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

●地域職業訓練センターの管理運営並びに

職業訓練共同施設の設置及び維持管理

●介護保険法に基づく主治の医師の意見の

提出依頼．介護認定審査会への審査及び

判定の依頼並びに介護認定審査会の設置

及び管理運営

●広域な観光振興計画の策定及び推進に関

する事務

●広域的な山岳遭難救助体制の検討に関す

る事務

●広域防災計画の策定及び推進に関する事

務

富山県・岐阜県

12 南砺（なんと） Hll.5.14 富山県城端町，平村， ●広域計画の作成に関する事務

広域連合 上平村，福光町，岐阜 ●病院の設置及び管理運営に関する事務

県白川村 (2町 3村） ●訪問看護ステーションの設置及び管理運

営に関する事務

●その他広域連合の運営に関する事務

石川県

13 白山（はくさん） H 11. 7 . 1 河内村，吉野谷村，鳥 ●介護認定審査会の設置及び運営に関する

ろく広域連合 越村，尾口村，白峰村 こと

(5村） ●介護保険にかかる次の事務に関すること

ア 老人保健福祉計画．介護保険事業計

画の策定及び事業の推進に関すること

イ 被保険者資格管理に関すること

ウ 要介護認定及び要支援認定に関する

こと

工 介護保険料の賊課徴収に関すること

オ 保険給付に関すること

●介護保険制度の施行に関すること

●介護保険処理システムに関すること

●介護保険制度に関連する関係村との連絡

調整に関すること

福井県

14 坂井郡介護保険 H 12. 2. 1 三国町，芦原町，金津 ●介護認定審究会に関すること

広域連合 町，丸岡町，春江町， ●介護保険にかかる次の事務に関すると

坂井町 (6町） ア 被保険者資格管理に関すること

イ 介護保険料の賦課徴収に関すること

（当分の間，関係町において行う） ~ 
ウ 要介護認定，要支援認定，更新等に

関すること

工 保険給付に関すること
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広域連合の展開（村上）

I I No. 広域連合名 I ヨ瞑IL J~L -

I 構成団体 tに梃サ里する事務 I 
年月日 i 

I 
オ 老人保健幅祉計画および介護保険事

I I 

， 業計画の策定及び推進に関すること

●介護保険制度の施行に関すること

山梨県

15 山梨県東部広域 Hll.9.1 都留市，大月市，秋山 ●広域市町村圏計画の策定に関すること

連合 村，道志村，上野原町， ●広域市町村圏計画に基づく連絡調整に関
I 小菅村，丹波山村 (2 すること

市 1町 4村） ●養護老人ホームの設置，管理及び運営に

関すること

●介護認定審査会の設韻及び運営に関する

こと

●関係市町村の広域行政推進に係る調在及

び研究に関すること

•関係市町村の情報公開審査会の設潰及び

運営に関すること

●前各号に定めるもののほか，広域的な事

務の連絡調整に関すること

長野県

16 上田地域広域連 Hl0.4.1 上田市，丸子町，長門 ●ふるさと市町村圏計画の策定、実施，連
ム 町，東部町，真田町， 絡調整に関する事務n 

武石村，和田村，青木 ●広域的幹線道路網構想の策定，連絡調幣

村，坂城町，依田窪医 ●土地利用計画の調整

療福祉事務組合 (1市 ●広域的なごみ処理，保健椙祉，地域情報

5町 3村 1組合） 化等の推進等についての調育研究

●消防に関する事務

●上田勤労者福祉センター，創造館の設憤

管理運営

I ●図書館情報ネットワークの整備及び運営

●介護認定調査並ぴに介護認定審杏会の設

置運営
I ●養護老人、特別養護老人ホームの設僅管

理運営

●病院群輪番制病院運営事業費補助事業に

I 

I 関する事務

●し尿処理場の設置管理運営

●ごみ処理の広域化計画策定，連絡調整

●ごみ焼却施設，斎場の設閥管理運営

i 
●知事の権限に属する事務の処理の特例に

関する条例により，広域連合が処理する
I 

こととされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡，譲受又は消費等の許

可等に関する事務
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理

に関する事務

17 松本広域連合 H 11. 2. 1 松本市，塩尻市．明科 ●ふるさと市町村圏計画の策定，実施，連

町，波田町，四賀村， 絡調整

本城村，坂北村，麻績 ●旧伝染病舎の管理に関する事務

村，坂井村，生坂村， ●消防に関する事務

山形村，朝日村，豊科 ●長野県知事から委任を受けた次に掲げる

町，穂高町，奈川村， 事務

安曇村，梓川村，三郷 0火薬類の譲渡，譲受及び消費の許可等

村，堀金村 (2市 4町 に関する事務

13村） 0液化石油ガス設備工事の届出に関する

事務

●介護認定審査会の設置及び運営

●広域的なごみ処理の対応に関する事務

●職員の共同研修及び派遣研修

●地方分権，広域的な地域情報化・保健福

祉・観光振典の調査研究

18 木曽広域連合 H 11. 4 . 1 木曽福島町，上松町， ●ふるさと市町村閾計画の策定，事業実施

南木曽町，楢川村，木 及び連絡調整

祖村，日義村，開田村， ●広域的な課題の調査研究

三岳村，王滝村，大桑 ●景観基本構想の策定及び推進

村，山口村(3町 8村） ●公共サインの設置及び管理

●公平委員会に関する事務

●養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

の設置及び管理運営

●木曽郡老人ホーム入所判定委員会の運営

●介護認定審査会の設置及び運営

●休日及び夜間の一次救急医療

●葬斎センターの設置及び管理運営

●ごみ処理施設の設置及び管理運営

●資源ごみに係るリサイクル計画の調幣及

び推進

●し尿処理施設の設置及び管理運営

●公共下水道汚泥集約処理施設の設置及び

管理運営

●広域観光振興計画の策定及び推進

●広域的な幹線道路網の整備の促進及び連

絡調整

●消防に関する事務

●奨学資金の貸付

●木曽文化公園の設置及び管理運営

●埋蔵文化財の委託調査

●地域情報ネットワークシステムの設置及

び管理に関する事務

一
三
四
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広域連合の展開（村上）

一
三
五

I I NoI 広域連合名 iI 叔迅年月V日ヽ→ I 1 構成団体 1 主に処理する事務

●知事の権限に属する事務の処理の特例に

関する条例により，広域連合が処理する

こととされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡又は梢費等の許可等に

関する事務

イ 液化石油ガス設備丁:~の届け出0)受

理に関する事務 I 
●地域情報ネットワークシステムの設附及

び管理に閃する事務 (HU/2/28規約変

更）

町、阿南町，清内路村， 及び連絡調整

阿智村，浪合村，平谷 ●地方拠点都市地域の振興整備

村，根羽村，下篠村， ●広域的な幹線逍路網構想及び計画の策定

売木村，天龍村，泰阜 前びに同構想及び計画に且づく事業の実

村，喬木村，豊丘村， 施に必要な連絡調整

大鹿村、 上村，南信濃 ●市町村間0)人事交流の連絡調整

村 (I市 3町 14村） ●広域防災計画の実施に必要な連絡調整

●介護認定審在会の設憤及び運常

●広域的な課題の調査研究 II 

●消防に関する事務 I ： 

●特営別養護老人ホームの設愉：，管理及び運 ］ 

●老人ホーム入所判定委員会の設岡，運営

及び入所調整

●特別蓑詭老人ホームに併設する在宅介詭 I
支援センターの受託に基づく運営 I 

●短期人所生活介護事業に閃する事務

●知的障害者更生施設の設筐l,管理及び連

営

●知的障害者グループホームの設置，管理

及び運営

●ごみ処理施設及び粗大ごみ処理施設の広

域化計画の策定及び事業実施 I 
●ごみ処理施設の設~. 管理及び運営

I 

● し尿処理施設の設隧，管理及び連営

●保蓑宿泊施設伊良湖岬信州の設鳳管坪 I
及び運営

●知事の権限に属する事務G)処理の特例に

関する条例により，広域連合が処理する

こととされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡，譲受又は消費等の許

可等に関すること

イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理 I 
に関すること
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

20 上伊那（かみい H 11. 7 . 1 伊那市，駒ケ根市，高 ●ふるさと市町村圏計画の策定，事業実施

な）広域連合 遠町，辰野町，箕輪町， 及び連絡調整

飯島町，南箕輪町，中 ●広域的な幹線道路網構想及び計画の策定

川村，長谷村，宮田村 並びに同構想及び計画に基づく事業の実

(2市 4町 4村） 施に必要な連絡調整

•関係市町村の土地利用計画の調整

●ごみ処理の広域化計画の策定及び同計画

に基づく事業の実施に関する事務

●次に掲げる事項についての調査研究

ア 広域的な保健福祉の推進に関するこ

と

イ 広域的な公共下水道及び農業集落排

水の汚泥処理に関すること

ウ 消防の広域化の推進に関すること

工 広域的な地域防災対策の推進に関す

ること

オ 広域的な地域情報化の推進に関する

こと

力 広域的な医療体制の整備に関するこ

と

キ 広域的な観光振興に関すること

ク 広域的な環境保全に関すること

ケ 広域的団体の整理統合に関すること

●介護認定審査会の設置及び運営

●上伊那市民会館の設置及び管理

●上伊那情報センターの設置，管理及び運

営

●戸籍事務を行うための電算機の設置及び

管理

●視聴覚ライプラリーの設置及び管理

●病院群輪番制病院運営費補助事業に関す

る事務

●在宅当番医制促進費補助事業に関する事

務

●精神障害者社会復帰共同作業所運営費補

助事業に関する事務

●老人ホーム入所判定委員会の設置及び運

営

●水源調査に関する事務

●旧伝染病隔離病舎に関する事務

I -

ノ‘
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広域連合の展開（村上）

No. 広域連合名
ぎロ几 」リ

構成団体
年月日

H 12會 2. 1 

連合 村，八坂村，芙麻村、 施に必要

白馬村，小谷村 (l市 ●ふるさと

1町 5村） が行うこ

事務

●次に掲げ

ア広域

~~c ' 

イ広域

ウその

域連合
r ， 

●介護保険法及び介護保険施行法に規定す

る介護保険に関する事務

●消防に関する事務（消防団に関する事務

及び水利施設の設償，維持並びに管理に

関する事務を除く）

●養護老人ホーム等入所判定委員会に関す

る事務

●広域的なごみ処理の推進に関する事務

●職員の共同研修及び派遣研修に関する事

務

●次に掲げる施設の設招，管理及び運営に

関する事務

ア 大北葬祭センター

イ 大北福祉会館

ウ 大北視聴覚ライプラリー

工 養護老人ホーム

オ 介護老人保健施設

●痴呆対応型共同生活介護を実施するため

0)共同住宅の設置，管理及び運営に関す

る事務

●市立大町総合病院併設施設，（感染症病

床） 0)維持管理及び起債償還に関する事

務

●病院群輪番制病院運営費補助事業に関す

る事務

●在宅当番医制補助事業に関する事務

一三七

政援助に関する事務

●次に掲げる施設の建設に対する財政援助

に関する事務

ア 特別養護老人ホーム

イ 救護施設

ウ 介護老人保健施設
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

工 療 養 型 病 床 群

オ 痴呆対応型共同生活介護を実施する

ための共同住宅

力 介護利用型軽費老人ホーム（ケアハ

ウス） (H 13/6/11追加）

●知事の権限に属する事務の処理の特例に

関する条例により，広域連合が処理する

こととされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡，譲受及び消費の許可

等に関すること

イ 液化石油ガス設置工事の届出の受理

に関すること

22 佐久広域連合 H 12. 4 . 1 小諸市，佐久市，臼田 ●広域市町村圏計画の策定及び事業実施に

町，佐久町，小海町， 必要な連絡調整

川上村，南牧村，南相 ●広域市町村圏計画において広域連合が行

木村，北相木村，八千 うこととされた事業の実施に関する事務

穂村，軽井沢町，望月 ●火葬場施設の設置及び管理に関する事務

町，御代田町，立科町， ●血液保管所の設置及び管理に関する事務

浅科村，北御牧村 (2 ●消防施設の設置及び管理に関する事務

市 7町 7村） ●と畜場施設の設置及び管理に関する事務

●視聴覚ライプラリーの設置及び管理に関

する事務

●養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

施設の設置及び管理に関する事務

●生活保護法による救護施設の設置及び管

理に関する事務

●病院群輪番制病院運営費補助事業に関す

る事務

●介護認定審査会の設置及び運営に関する

事務

●関係市町村職員の人材育成に関する事務

●広域的な観光振興に関する事務

●知事の権限に属する事務の処理の特例に

関する条例により，広域連合が処理する

こととされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡，譲受及び消費の許可

等に関すること

イ 液化石油ガス設置工事の届出の受理

に関すること

●次に掲げる事項についての調査研究に関

する事務 )¥ 
ア 地方分権に関すること

イ 広域的な地域情報化の推進に関する

こと
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広域連合の展開（村上）

きnZ几 JL ・上

I 

I 

~(l 広域連合名 構成団体

I 
主に処理する事務

年月日

I 

， 
ウと広域的な保牡福祉の推進に関するこ

工 広域的なごみ処理の推進に関するこ

と

才 ふるさと市町村圏基金の設置に関す

ること

力 その他広域にわたる重要な課題で仏

域連合長が別に定める事項に関するこ

と

23 北伯広域連合 H 12. 4. 1 中野市，飯山市，山ノ 1●ふるさと市町村圏計両の策定及び事業実

内町，木島平村、野沢 施に必要な連絡調整

湿泉村，豊田村，栄村， ●ふるさと市町村瀾計画において広域連合

北信保健衛生施設組 が行うこととざれた事業の実施に関する

合，岳北，広域行政組合， 事務

岳南広域消防組合 (2 ●養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

市 l町 4村 3組合） 施設の設憤，管理及び運営に関する事務

●老人ホーム人所判定委員会の設閥及び連

営に関する事務

●介護認定審査会の設憤及び運営に関する

事務

●職員の共同研修及び人事交流の調整に関

する事務

●ごみ処理の広域化計画の策定及び事業の

実施に必要な連絡調整

する事務

ア 広域的な保健福祉の推進に関するこ

と

イ 広域的な観光の推進に関すること

ウ 広域的な幹線道路網の整備に関する

こと

工 泊防の広域化に関すること

オ 広域的な文化スポーツ施設の設置に

関すること

カ 広域的な下水汚濁の処理に関するこ

と

キ その他広域にわたる!fl:要な課題で仏

域連合長が別に定める事項に関するこ

一三九

と

●病院群輪番制病院運営費補助事業に関す

る事務

●公平委員会に関する事務

' 
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Nu 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

24 長野広域連合 H 12. 4 . 1 長野市，須坂市，更埴 ●ふるさと市町村圏計画の策定及び事業実

市，上山田町，大岡村， 施に必要な連絡調整

坂城町，戸倉町，小布 ●ふるさと市町村圏計画において広域連合

施町，高山村，信州新 が行うこととされた事業の実施に関する

町，豊野町，信濃町， 事務

牟礼村，三水村，戸隠 ●養護老人ホームの設置，管理及び運営に

村，鬼無里村，小川村， 関する事務

中条村(3市 7町 8村） ●特別養護老人ホームの設置．管理及び運

営に関する事務

●デイサービスセンターの管理及び運営に

関する事務（広域連合設置の老人ホーム

に併設するものに限る）

●在宅介護支援センターの管理及び運営に

関する事務（広域連合設置の老人ホーム

に併設するものに限る）

., 日伝染病院建設に係る組合債の償還に関

する事務

●老人ホーム入所判定委員会の設償及び運

営に関する事務

●介護認定審査会の設置及び運営に関する

事務

●ごみ焼却施設及び最終処分場の設憤及び

管理に関する事務（既存の施設に係る事

務及び小布施町を除く）

●職員の共同研修に関する事務

●広域的な課題の調査研究に関する事務

25 諏訪広域連合 H 12. 7 . 1 岡谷市，諏訪市，茅野 ●ふるさと市町村圏計画の策定と同計画に

市，下諏訪町，富士見 基づく事業実施に必要な連絡調整

町，原村 (3市 2町 1 ●ふるさと市町村圏計画において広域連合

村） が行うこととされた事業の実施に関する

事務

●養護老人ホーム恋月荘の設置，管理及び

運営に関する事務

●救護施設八ケ岳寮の設置，管理及び運営

に関する事務

●病院群輪番制病院運営費補助事業に関す

る事務

●諏訪広域連合の基金の運営に関する事務

●介護認定審査会の設憤及び運営に関する

事務

●消防に関する事務（消防団及び消防水利

施設に関する事務を除く）

四
〇
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広域連合の展開（村上）

広域連合名
叙つ几 -'， L : i 

構成団体 主に処理する事務

I 
No. 

年月日

●ごみ処理広域,r画の策定及び同討曲に"I
づく事業の実施に必要な連絡調整に関す

る事務

●関係市町村職員の人事交流の調整，共同

研修及び人材育成に関する事務

●関係市町村の電算処理の調整に関する事

●務次に掲げる仏域的課船の調仕研究に関す

る事務

ア 地方分権に関すること

イ 地域情報化の推進に関すること

ウ 介護保険の推進に関すること

工 観光振興に関すること

オ し尿処理施設

力 火葬場の設置，管理及び運営に関す

ること

キ ごみ処理施設の設圏，管理及び連営

に関すること

ク 諏訪湖浄化の推進に関すること

●知事の権限に属する事務の処理の特例に

関する条例により，広域連合が処理する

こととされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡，譲受及び消費の許可

等に関すること

イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理

に関すること
• 

岐阜県

26 安八（あんばち） Hl1.5.17j神戸町，輪之内町，安 ●介護保険法の施行に関すること

； I 郡広域連合 八町，墨俣町 (4町）

27 揖斐（いび）広 Hll.6.1 揖斐川町，谷汲村，大 ●介護保険法の施行に関する事務

域連合 野町、池田町，春日村， ●揖斐広域老人保健福祉計画行政の策定及

久瀬村，藤橋村，坂内 び推進に関する事務

村 (3町 5村） ●揖斐地域広域行政測計両0)策定及び推進

に関する事務 (H13/3/22変更）

●治山治水及び林業の振興に賓するための

I 造林事業に関する事務 (H12/1/1追加）

●地方公務員法第 8条第 2項に規定する公

四
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

28 もとす広域連合 H 11. 6 . 1 北方町．本巣町，穂積 ●介護保険法の施行に関する事務

町，巣南町，真正町， ●公平委員会の設潰及び運営に関する事務

糸貫町，根尾村 (6町 (H 12/4/1追加）

1村） ●養護老人ホーム，特別養護老人ホーム．

老人短期入所施設，老人デイサービスセ

ンター及び基幹型在宅介護支援センター

の設置管理及び運営に関する事務

●幼児療育センターの設置，管理及び運営

に関する事務

●休日急患診療所の設置，管理及び運営に

関する事務

●し尿処理施設の設置，管理及び運営に関

する事務

●関係町村共有林の管理運営に関する事務

●広域行政の推進に関する事務 (H13/ 4/1 

追加）

29 益田広域連合 H 11. 9 . 1 萩原町，小坂町，下呂 ●地方公務員法第 7条第 4項により公平委

町，金山町，馬瀬村(4 員会を設置し，同法第 8条第 2項に規定

町 1村） する事務

●介護保険法の施行に関する事務

●益田地域広域町村圏計画の策定及び当該

計画に基づく事業の実施に必要な連絡調

整に関する事務

●養護老人ホームの設置，管理及び運営に

関する事務

●特別養護老人ホームの設償．管理及び運

営に関する事務

●老人ホームの入所判定に関する事務

●デイサービスセンター，ヘルパーステー

ション，在宅介護支援センター及び訪問

看護ステーションの設置，管理及び運営

に関すること（金山町に限る） (H 12/4/ 

1追加）

●日曜日及び休祭日における医療対策に関

する事務

●火葬場の設置，管理及び運営に関する事

務（小坂町を除く）

●ごみ処理施設の設置，管理及び運営に関

する事務

●し尿処理施設の設置管理及び運営に関 四

する事務

●消防に関する事務（消防団に関する事務

を除く）
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広域連合の展開（村上）

i 

I I 

No 広域連合名
,瞑e几 _I'L— 

構成団体 tに処理する事務
年月日 I 

●社会教育機器の整備，管理及び運常に関

する事務

●事務機器0)幣備，管理及び運営に関する

事務

●職員研修（仏域連合が夫施する研修に限

る）に閃す釘ド柘

●ふるさと1H町村圏基金の設憤，管理及び

運営に l~Iする事務 ・' 

●南飛騨国際健康保養地の推進に必要な連

絡調整に関する巾務

●広域計画の期間及び改定に関すること 1 

30 吉城（よしき） Hll.9.1 古川町，国府町，河合 ●介護保険法の施行に関する事務

広域連合 村，宮川村、神岡町，

ピセ村 (3町 3村） 附帯する巾務

●入所判定委員会の巾務及びこれに附帯す

る事務

●し尿処理施設0)設囮，管理及び連営に関

する事務

●ごみ処理施設0)設a£,管理及び運営に関

する事務

i ●粗大ごみの処理施設の設酒，管理及び運

営に関する事務

●資源化ごみ（ペットボトルに限る）処理

施設の設置管理及び運常に関する事務

●有宮ごみ（蛍光灯，乾電池に限る）処理

に関する事務

●火葬施設の設i置、管理及び運営に関する

事務（宮川村を除く）

●貨物自動車（限定霊柩）運送弔業に関す

る事務（宮川村，神岡町及びピ土：村を除

く）

●下水道汚泥処理施設の設眉，管理及び運

営に関する事務 (H12/4/1追加）

●公平委員会に関する事務 (II12/4/J追

加）

●最終処分場の設償，及び管理に関する事

務

●学校給食共用調理場の設置，管理及び連

一四―――

営に関する事務（河合村，宮川村，神岡

町及び上宝村を除く）

i ●老人・障害（児）者福祉計画の作成に関

する事務

●関係町村が行う広域的事業の支援に関す

る事務

I 
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No 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

31 高山・大野広域 Hll.9.17 高山市，丹生川村，清 ●介護保険法の施行に関する事務

連合 見村，荘川村，白川村， ●関係市町村が共同処理すべき事業の調査

宮村，久々野町，朝日 研究に関する事務

村，高根村 (1市 1町

7村）

32 郡上（ぐじょう） H 12. 4 . I 八幡町，大和町，白鳥 ●ふるさと市町村圏計画の策定及び事業の

広域連合 町，高鷲村，美並村， 実施の連絡調整に関する事務

明宝村，和良村 (3町 ●し尿及び浄化槽汚泥等処理場の設置及び

4村） 管理運営に関する事務

●不燃物処理場の設置及び管理運営に関す

る事務

●普通病院の設置及び管理運営に関する事

務

●日曜日及び休祭日における医療対策に関

する事務

●へき地及び無医地区診療に関する事務

●救急医療に関する事務

●災害救助医療活動に関する事務

●消防に関する事務（消防団に関する事務

を除く）

●青少年育英奨学資金の給付に関する事務

●養護老人ホームの設置及び管理運営に関

する事務

●特別養護老人ホームの設置及び管理運営

に関する事務

●可燃物処理場の設置及び管理運営に関す

る事務

●郡有林の管理運営に関する事務

●郡上郡町村会館並びに郡上郡青少年婦人

研修センターの設置及び管理運営に関す

る事務

●田園都市中核施設の設置及び管理運営に

関する事務

•関係町村が共同して行う地域の特性を生

かした地域振興のための事業に関する事

務

●心身障害児通園施設の設置及び管理運営

に関する事務

●ふるさと市町村圏基金の設置及び管理運

営に関する事務

●一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許

可に関する事務

●介護保険法の施行に関する事務

四
四
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広域連合の展開（村上）

No Iー仏域連合名

丁

畝"ft. 上~ 

構成団体
年月日

33 海津郡サンリバ H 13. 4 . l'梅津町，平田町，南濃

ー広域連合 町 (3町）

セに処理する事務 I 

； 

●八幡町及び大和町が共有する山林の管理 1

運営に関する事務

●公平委員会に関する事務

●特別養護老人ホームの設買，管理，連営

に関すること

●介護保険法第 38条第 2項に規定する審

食判定業務に関する事務

●介護保険業務全般にわたる関係町の連絡

調整に関する事務

●地域情報化計画の策定及び実施に関する

事務

●一部事務組合の広域連合への移行，海律

郡における火葬施設のあり方，地方分権

時代に対応した行政体制整備，広域巡回

バスの運営雫その他広域的な課題に関す

ることの調査研究に関すること 1 

愛知開

3□`多（ちた）北 H 11. 6 . 1 東海市，大府市，知多

，部広域連合 1 市．東浦町(3市 1町）

I 

35 I西尾幡豆広域連 IH 13. 4 . 1 j西尾市，一色町，吉良

合 町，幡豆町

四
五

●介護保険法及び介護保険法施行法に基づ I
く下記の事務

こ被保険者の資格管理に悶する事務

要介詭認定及び要支援認定に関する事

務

〉保険給付に関する事務

戸介護保険事業計画の策定に関する事務

,-、保険料の賦課設定及び徴収に関する事

務

c、保険福祉事業の実施に必要な連絡

に関する事務

0前各号の事務に附帯する事務

●広域市町村劉の策定及び同計画の実

必要な連絡調整に関する事務

●テレトピア計画に関すること

● し尿処理場の設置及び管理に関する

●ごみ処理施設の設買及び管理に閃す

と

余熱利用施設（温水プール）の設

管理に関すること

●火葬場の設置及び管理に関すること(-. 

色町佐久島に係るものを除く）

●墓菌の建設に係る事務

●農業共済事業に関する事務
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

●水道事業の計画，建設及び経営管理に関

する事務（一色町佐久島に係るものを除

く）

●狂犬病予防に関する事務

●下水道事業の使用料徴収に関する事務

●広域的な行政課題についての調査研究に

関する事務

三重県

36 香肌（かはだ） HI0.9.1 飯南町，飯高町，大台 ●ごみ処理施設の設置，管理及び運営並び

奥伊勢資源化広 町．勢和村，宮JI!村， にごみの収集，運搬及び処分

域連合 大宮町，紀勢町，大内 ●ごみのリサイクルに関する普及及び啓発

山村 (5町 3村）

37 伊賀介護保険広 H 11. 2 . 2 上野市，伊賀町，島ケ ●介護認定審査会の設置及び運営に関する

域連合 原村，阿山町，大山田 こと

村，青山町 (1市 3町 ●介護保険に係る次の事務に関すること

2村） ・被保険者資格管理

・介護保険料の賦課徴収

・要介護認定及び要支援認定

・保険給付

・介護保険事業計画の策定及び事業の推

進

●介護保険制度の施行に関すること

●高齢者介護サービスシステムの開発及び

管理運営

●伊賀地区町村老人福祉施設組合の養護老

人ホームの調査研究

38 一志（いちし） Hll.4.1 香良洲町．ー志町．白 ●介護保険法に基づく介護保険事業の実施

地区広域連合 山町，嬉野町，美杉村， に関する事務

三雲町 (5町 1村） ●広域行政の推進に係る調査・研究及び連

絡調整に関すること (H13/5/2追加）

39 紀南（きなん） Hll.4.1 熊野市，御浜町，紀宝 ●介護認定審査会の設償運営に関すること

介護保険広域連 町，紀和町，鵜殿村(1 ●介護保険に関する次の事務に関すること

合 市 3町 1村） ・要介護認定，要支援認定及びその更新

・被保険者資格管理

・保険料の賦課徴収

・保険給付

●介護保険事業計画の策定に関すること

●介護保険制度の施行に関すること

40 紀北（きほく） Hll.4.1 尾鷲市，紀伊長島町， ●介護認定審査会の設隧運営に関する事務

広域連合 海山町 (1市 2町） ●介護保険事業計画の策定及び連絡調整に

関する事務

四
六
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広域連合の展開（村上）

一 z u 

411鳥羽志勢（とば IH11.4.1

• しせい）広域連

合

広域連合名
設立！

年月日
構成団体

●介護保険に関する次の事務

・被保険者資格管理

・保険料の賦課徴収

・要介護認定，要支援認定及びその更新

・保険給付

●介護保険制度の施行に関する事務

●介護保険センターの設置及び管理運営に

関する事務

鳥羽市、南勢町、南島 ●し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬

町，浜島町、大王町， ●し尿及び浄化槽汚泥処理施設の設置及び

志摩町，阿児町，磯部 管理運営

●ごみ処理施設の設賞及び管理運営（南島

町，志摩町除く）

●資源ごみ処理施設の設置，管理及び運営

に関する事務 (H13/7 /19追加）

●介護保険に関する次の事務（南勢町，南

島町除く）

・介護認定審査会の設置運営

・要介護認定，要支援認定

・介護保険事業計画及び高齢者保健福祉

計画に基づく連絡調整

42 I松阪（まつさか） Hll.4.1 松阪市，飯南町，飯高 ●介護認定審査会の設猶及び運営

地方介護広域連 I I ！町，多気町，明和町， 1. 要介護認定及び要支援認定業務0)うち審

町 (1市 7町）

合

四
七

主に処理する事務

大台町，勢和村，宮川 1 査及び判定

村 (1市 5町 2村） ●介護保険中央情報センターの設置，管坪

及び運営

●市町村介譲保険事業計画の推進に必要な

連絡調整

●市町村老人福祉計画及び市町村老人保健

計画の推進に必要な連絡調整

●市町村障害者プランの策定及び推進に必

要な連絡調整

●三重県飯南郡・多気郡町村老人福祉施設

組合の養護老人ホーム及び特別養護老人

ホームの調査研究

●介護に係る人材の養成

43 I度会（わたらい） ¥ H 11. 6 . 1 度会町，南勢町，南島 ●介護認定審査会の設置及び運常に関する

広域連合 I 畔紀勢町，大内山村， こと

大宮町 (5町 l村） ●訪問調査に関すること

●要介護認定，要支援認定。更新等の事務

に関すること

●介護支援中央情報センターの設賞及び運

営に関すること

I 
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

●介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計

画に基づく関係町村との連絡調整事務に

関すること

●ホームヘルパーの養成に関すること

44 鈴鹿亀山地区広 Hll.6.1 鈴鹿市，亀山市，関町 ●広域市町村圏計画の策定．実施の連絡調

域連合 (2市 1町） 整に関する事務

●介護保険事業の実施に関する事務

45 桑名・員弁（い H 11. 7 . 1 桑名市，多度町．長島 ●広域市町村圏計画の策定，実施の連絡調

なべ）広域連合 町，木曽岬町，北勢町， 整

員弁町，大安町，東員 ●し尿処理施設の設置，管理及び運営

町，藤原町(1市 8町） ●次に掲げる事項についての調査研究

ア 広域的な地域情報化の推進に関する

こと

イ 広域的な環境保全の推進に関するこ

と

ウ 地方分権の推進に関すること

滋賀県

46 湖西（こせい） H 11.11. 1 マキノ町，今津町，朽 ●広域市町村圏計画の策定，実施に必要な

広域連合 木村，安曇川町，高島 連絡調整

町，新旭町(5町 1村） ●広域市町村圏計画において広域連合が行

うこととされた事業の実施に関する事務

●一般廃棄物の収集，処理のための施設及

び浄化槽の清掃業

●消防事務（消防団に関する事務を除く）

●高島郡民会館の管理運営

●湖西広域斎場の管理運営及び霊柩車の無

償運行

●湖西広域休日急病診療所の管理運営

●公立高島総合病院の管理運営

●障害児通園施設カンガルー教室の管理運

営

●老人保健施設陽光の里の管理運営

●湖西広域訪問看護ステーションの管理運

営

●介護保険法及び介護保険法施行法の規定

による次に掲げる事務

ア保険者の事務

イ 介護保険法及び介護保険法施行法を

試行するために必要な条例の制定又は

改正

ウ 要介護認定又は要支援認定の手続

工 市町村介護保険事業計画策定の準備

オ 第 1号被保険者の保険料の特別徴収

四
八
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広域連合の展開（村上）

No 広域連合名

I
i
!
＇
-
,
＇
 

立

日月

設

年
構成団体 I 主に処理する事務

カ アからオまでに掲げる事務に付帯す

る事務

●広域にわたり処理することが適当な事務

に係る課題の調査研究

大阪府

了―-
47 ~ すのき広域連 IH 11. 5. 6 I守口市，門真市，四条 1 ・介護保険法及び介譲保険法施行法に基づ

,'畷市 (3市） I く次に掲げる事務

:; 被保険者資格管理に関すること

ぐ，要介護認定及び要支援認定に関するこ

と

こ|保険給付に関すること

し）保険料の賦課及び徴収に関すること

）保険福祉事業の実施に隈すること

0介護保険事業計画の策定に関すること

I• 国民健康保険事業広域化の調杏研究に関

］ する事務

奈良県

4訂井宇陀（さく

らいうだ）広域

連合

H 9. 3. 4 桜井市，大宇陀町，菟

田野町，榛原町，室生

村，曽爾村，御杖村(1

市 3町 3村）

ー4
 。

ーH
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四
九

H 9. 3. 4 五條市，吉野町，大淀

町，下市町，里滝村，

西吉野村，天川村，野

迫川村，大塔村，十津

川村，下北山村， 1こ北

山村， JII上村，東吉野

村 (l市 3町 10村）

倉吉市，羽合町，泊村，

東郷町，三朝町，関金

町，北条町，大栄町，

東伯町，赤碕町 (I市

8町 1村）

●広域行政圏計画の策定，実施に必要な連

絡調整等

●ふるさと市町村圏基金事業の実施

●介護認定審査会の設置及び運営 (H11/ 

3/31追加）

●要介護認定，要支援認定及び更新等 (H

11/3/31追加）

●広域行政圏計画の策定，実施に必要な連

絡調整等

●ふるさと市町村圏基金事業の実施

●介護認定審脊会の設置及び運営 (H11/ 

4/1追加）

●世界文化遺産の登録及び調整に関するこ

と (H13/4/1追加）

●ふるさと市町村圏計画の策定，実施に必

要な連絡調整

●ごみ， し尿処理施設の設置及び管理

●火葬場施設の設償管理

●消防等に関する事務

●交通災害共済事業に関する事務

●視聴覚ライプラリーの設置管理

●固定資産評価審杏に関する事務

●滞納整坪に関する事務
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

●休日急患診療所の設置管理，病院群輪番

制病院の運営に関する事務

●要介護認定及び要支援認定に係る審査及

び判定に関する事務 (H14/4/1追加）

●鳥取県知事から委任を受けた次に掲げる

事務

ア 火薬類の譲渡，譲受又は消費等の許

可等

イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理

51 南部箕蚊屋（み H 11. 7 .19 西伯町，会見町，岸本 ●介護保険に係る事業に関すること。ただ

のかや）広域連 町，日吉津村 (3町 I し，要介護認定及び要支援認定に係る事

合 村） 務のうち，審査及び判定に関するものを

除く。

●老人保健福祉計画の広域化のための調査

研究に関すること

●鳥取県知事の権限に属する事務の処理の

特例に関する条例第 2条の規定により広

域連合が処理することとされた指定住居

サービス事業者及び指定居宅介護支援事

業者の指定に係る事務に関すること

島根県

52 雲南（うんなん） H 11. 8 . 1 仁多町，横田町，大東 ●ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画

広域連合 町，加茂町，木次町， に基づく事業の実施に必要な連絡調整に

三刀屋町，吉田村，掛 関する事務

合町，頓原町，赤来町 ●介護保険の実施に関する事務（各種の申

(9町 1村） 請書，届出書等の受付及び保険料の賦課

に関する基礎資料の作成を除く）

●広域的に行う事務の調査研究に関する事

務

53 隠岐（おき）広 Hll.9.1 島根県，西郷町，布施 ●隠岐病院の設置，管理及び運営に関する

域連合 村，五箇村，都万村， 事務

海士町，西ノ島町，知 ●隠岐島前病院の設置，管理及び運営に関

夫村 (I県 3町 4村） する事務

●介護保険の実施に関する事務（県事務並

びに町村事務のうち各種申請書の受理，

各種証明書の交付及び要介護認定に係る

調査を除く）

●救急医療対策事業に関する事務

岡山県

54 邑久（おく）広 H 11. 7 .14 牛窓町，邑久町，長船 ●介護保険の施行に関すること (H13/4/1 

域連合 町 (3町） 規約更）

●広域的課題の調査研究及び連絡調整に関

すること

五
〇
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広域連合の展開（村上）

設立

I 
I 

i 
No. 広域連合名

年月日
構成団体

！ 
主に処理する事務

55 真庭広域連合

町，久世町，芙甘村， i 整に関する事務（富村，旭町を除く） I 
新庄村，川上村，八束 j●交通災害共済事業の管理運営に関する事 I
村，中和村，北房町， 1 務（富村，旭町を除く） 1 
富村，旭町(6町 6村） j●育英事業の管理運営に関する事務（富村， lI 

j 旭町を除く）

I●休日救急医療体制の整備に関すること 1

I (富村，旭町を除く） 1 
I●ふるさと市町村圏計画に基づく地域振興 I
1 整備事業の実施に関する事務（富村，旭:， 

I 町を除く）

I ，●広域的高度情報ネットワークの整備及び I 
I 活用に関する事務（富村，旭町を除く） ! ， 

I ●関係町村職員の共同研修に関する事務 I， 

I <富村，旭町を除く） I 
●公共的施設の共同建設及び相互利用の調 I 

I 背研究に関する事務（富村，旭町を除く） ： 
I ●広域青少年育成センターの設償及び管理

運営に関する事務（富村，旭町を除く）

；●介護保険に係る介護認定審査会の設償運 I I 
1 営と要介護認定及び要介護支援認定業務

に関する事務（北房町を除く） I 
●蓑護老人ホームの設償，管理及び運営に

関する事務（富村，旭町を除く）

●し尿処理施設の設置，管理及び運営に関

する事務 I 
●消防に関する事務（消防団及び水利施設 1

i に関する事務を除く）（富村，旭町を除く） 1

I●液化石油ガス設備工事に関する事務（窪 I
I 村，旭町を除く） 1 
i●広域的課題の調査研究に関する事務（富 I
I 村，旭町を除く） i 

広島県 ！ 

56 安芸たかた広域 H 12. 1 . 1 吉田町，八千代町，芙，●関係町の徴収依頼に基づく町税等の滞納 I・
連合 上里町，高宮町，甲田 整理に関する事務

五

町，向原町 (6町） ’I ●固定資産評価審査委員会に関する事務 I 

I 

●介護保険法及び介護保険法施行法に基づ

： く次の事務に関すること（各種申請等の 1

受付に関する事務を除く）

ア 被保険者の資格管理に関すること I 
I イ 要介護認定及び要支援認定に関する I

I こと I 
I ウ 保険給付に関すること I 

I I 
I i 
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

工 介護保険料の賦課及び徴収に関する

こと

オ 介護保険事業計画に関すること

力 保険福祉事業に関すること

キ 介護保険制度の施行に関すること

●低所得者に対する介護保険サービスに係

る利用者負担軽減事業に関する事務（各

種申請等の受付に関する事務を除く）

●老人保護措慣に関する事務（申出等の受

付に関する事務を除く）

●高田郡障害者福祉プランの策定及びその

推進に関する事務

●身体障害者保護措置に関する事務（申出

等の受付に関する事務を除く）

●心身障害者就労促進事業及び精神障害者

就労促進事業に関する事務

●休日夜問急患センター運営事業，病院郡

輪番制病院運営事業及び在宅当番・救急

医療情報提供実施事業に関する事務

●高田地区遠隔医療推進試行的事業に関す

る事務

•関係町の一体的な産業振興に関する計画

の策定及びその推進に関する事務

•関係町の一体的な地域情報化の推進に関

する事務

●次に掲げる事項についての調査研究及び

連絡調整に関する事務

ア 広域的な幹線交通網整備に関するこ

と

イ 広域葬祭場の整備に関すること

ウ 公共施設の広域的相互利用に関する

こと

工 その他関係町の一体的な整備で広域

連合長が必要と認める事項に関するこ

と

徳島県

57 徳島中央広域連 H 9. 2. 1 吉野町，土成町，市場 ●広域行政圏計画の策定，実施に必要な連

合 町，阿波町，鴨島町， 絡調整等

川島町，山川町，芙郷 ●ふるさと市町村圏基金事業の実施

村 (7町 1村） ●介護認定審究会の設置及び運営 (H11/ 五

5/28追加）
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広域連合の展開（村上）

No i 広域連合名
吾nバ又．＇ 

_'>_L ， 
構成団体 主に処理する事務

年月日

高知県

sslI •l哄（ちゅうげ Hl0.7.1 奈半利町，田野町，安 ●消防，救急に関する事務

い）広域連合 田町，北川村，馬路村 ● し尿処理に関する事務

(3町 2村） ●少年の健全な育成指導・補導に関する事

務

●中芸広域体育館の設渭．管哩及び運常に

関する事務

●介護保険制度に係る次に関する巾務

・介護認定審査会の設置及び運営

・市町村介護保険事業計画の策定

I 
•在宅介調支援センターむ設確 (II 12/ 

' 31/31追加）

I 
●広域ごみ処理施設の設圏，管理及び運営

（安芸広域市町村図組合で設償するごみ

I 
処理施設を除く）

•関係町村の企業立地に関する事務 (H

I 
13/5/23追加）

● よさこい高知国体バレーボール競技会の
； 

I 
準備及び開催に関する事務 (H13/5/23 

追加）

I 

一五三
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No. I 広域連合名 I 
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

福岡県

59 福岡県介護保険 H 11. 7 .1 田川市，柳川市，山田 ●被保険者の資格管理に関する事務

広域連合 市，豊前市，宇美町， ●要介護認定及び要支援認定に関する事務

篠栗町，志免町，須恵 ●保険給付に関する事務

町，新宮町，久山町， ●介護保険事業計画の策定に関する事務

津屋崎町，玄海町，大 ●保険料の賦課及び徴収に関する事務

島村，芦屋町，水巻町， ●その他介護保険制度の施行に関する事務

岡垣町，遠賀町，小竹

町，鞍手町，宮田町，

若宮町，桂川町，稲築

町，碓井町，嘉穂町，

筑穂町，穂波町，庄内

町，頴田町，杷木町，

朝倉町，三輪町，夜須

町，小石原村．宝珠山

村，二丈町，志摩町，

吉井町，田主丸町，浮

羽町，北野町，大刀洗

町，城島町，大木町，

三瀦町，黒木町，上陽

町，立花町，広川町，

矢部村，星野村，瀬高

町．大和町，三橋町，

山川町，高田町，香春

町，添田町，金田町，

糸田町，川崎町，赤池

町，方城町，大任町，

赤村，犀川町，勝山町．

椎田町，吉富町，築城

町，新吉富村，大平村

(4市 60町 8村）

佐賀県

60 佐賀中部広域連 Hll.2.4 佐賀市，多久市，諸富 ●介護認定審査会の設樅及び運営に関する

合 町，川副町，東与賀町， こと

久保田町，大和町，富 ●介護保険に係る次の事務に関すること

士町，神崎町，千代田 ・被保険者の資格管理

町，三田川町，東脊振 ・要介護認定及び要支援認定

村，脊振村，三瀬村， ・保険給付

小城町，三日月町，牛 ・介護保険事業計画の作成

津町，芦刈町 (2市 13 ・介護保険料の賦課及び徴収

町 3村） ・保健福祉事業

●介護保険制度の施行に関すること

五
四
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広域連合の展開（村上）

:t..;o I 広域連合名
設立

年月日
構成団体 主に処理する事務

長崎県

6二 皮杵（にしそ III 11・8.l J 長与町，時津町，琴海 l●介護認定審査会の設閥及び運営に関する

のぎ）広域連合 町，西彼町，西海町， I こと

大島町，崎戸町，大瀬 ●介護保険に係る次の事務に関すること

戸町，外洵町 (9町） ア 被保険者の脊格管理に関すること

イ 要介護認定及び要支援認定に関する

こと

ウ 保険給付に関すること

エ 介詭保険事築註画の作成に関するこ

;.-

オ 介護保険料の賦課及び徴収に関する

こと

62 i北松（ほくしょ

う）南部広域連

合

力 保健福祉事業に関すること

●介護保険制度の施行に関すること

●ごみ処理施設の設置及び管理運営に関す

ること (H13/1/31規約変吏による事務

の追加）

●余熱利用施設の設置及び管理運営に関す

ること (H13/1/31規約変吏による事務 L

の追加）
I 

H 12. 1 . I 71田平町，江迎町，鹿町 ●介護認定審査会の設憤及び運営に関する

町，小佐々町，占井町， こと

世知原町 (6町） ●介護保険に係る次の事務に関すること

ア 被保険者の資格管理に関すること

イ 要介護認定及び要支援認定に関する

こと

ウ 保険給付に関すること

エ 介設保険事業計画の作成に関するこ

と

オ 介護俣険料の賦課及び徴収に関する

こと

カ 保健福祉事業に関すること

●介護保険制度の施行に関すること

五
五

熊本県

6~ 城（うき）広 IHl0.2.1

＇域連合

！ 

・. 

宇土市，三角町，不知 ●ふるさと市町村圏計画の策定，実施，連

火町，城南町、富合町， 絡調整に関する事務

松橋町，小川町，豊野 ●介護認定審査会の設償及び運営 (HII/ 

村，中央町，砥用町(1 5/10追加）

市 8町 l村）
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

64 菊池広域連合 H 10. 7. 1 菊池市，七城町，旭志 ●関係市町村の一体的整備に関する調査研

村，大津町，菊陽町， 究，連絡調整

合志町，洒水町，西合 ●広域市町村圏計画の策定，実施，連絡調

志町 (l市 6町 I村） 整

●広域行政体制の整備

●職員の集合研修

●火葬場の設置，管理及び運営

●し尿処理施設の設置，管理及び運営に関

すること (H13/5/23追加）

●介護認定審査会の設置及び運営 (H11/ 
4/1追加）

65 上益城（かみま Hll.4.1 御船町，嘉島町，益城 •関係町村職員の共同研修に関すること

しき）広域連合 町，甲佐町，矢部町， ●介護認定審査会の設償運営に関すること

清和村 (5町 1村） ●要介護認定及び要支援認定

●広域的な課題についての調査研究

66 天草広域連合 Hll.7.1 本渡市，牛深市，大矢 ●介護認定審査会の設置運営に関すること

野町，松島町，有明町， ●広域市町村圏計画並びに地域経済基盤強

姫戸町，龍ケ岳町，御 化計画の策定及び計画の実施に必要な連

所浦町，倉岳町，栖本 絡調整に関すること

町，新和町，五和町， •関係市町職員等の共同研修に関すること

苓北町，天草町，河浦 ●電子計算業務の共同処理に関すること

町 (2市 13町） （大矢野町，龍ケ岳町，御所浦町及び五

和町に係る事務を除く）

●広域サインの設置及び管理運営に関する

こと

●消防に関すること（消防団及び消防水利

に関する事務を除く） (H 13/7 /1追加）

●ごみ処理施設の設置及び管理運営に関す

ること (H13/7 /1追加）

●ごみ処理施設に付帯する集会施設の設聟

及び管理運営に関すること (H13/7 /1追

加）

●火葬場の設置及び管理運営に関すること

(H 13/7 /1追加）

●関係市町の広域にわたる事務のあり方の

調査研究に関すること

大分県

67 大野広域連合 H 8. 4. 1 野津町，三重町，清川 ●広域市町村胴計画の策定，実施に必要な

村，緒方町，朝地町， 連絡調整等

大野町，千歳村，犬飼 ●大野広域総合文化センターの設置，管理

町 (6町 2村） 等

●要介護認定，要支援認定に関する審査判

定業務 (H10/10/12追加）

五
六
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広域連合の展開（村上）

□二連 合名

-叔"JL 立~-

I 構成団体 主に処理する事務
年月 H

! ●廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規

， ， 

定による一般廃棄物の収集運搬及び処分

に関する事務

●ごみ処理施設の設憤，管理及び運営に関

すること

●し尿処理施設の設置，管理及び運営に関

すること

I ●一般廃棄物の処坪，収集，運搬0)業の許

可又は委託に関すること

●浄化槽清掃業の許nJに関すること

●広域的地域情報化の推進に関する事務

(H 13.14/1追加）

68 束国束（ひがし H 9. 7. 1 国見町，姫島村，国束 ●広域市町村圏計画の策定．実施に必要な

くにさき）広域 町，武蔵町，安岐町(4 連絡調整等

連合 町 l村） ●ごみ・し尿処理施設の設囮管理運営等

•一般廃棄物収集運搬薬，浄化槽清掃業の

許可

●観光診断

●総合病院，伝染病隔離病舎，火葬場の設

置管理運営

●消防及び救急

●東国束広域総合文化施設の設四管理運営

●要介設認定，要支援認定に関する審杏判

定業務 (H10/9/16追加）

加）

69 臼津（きゅうし H 9. 9. 1 臼杵巾，津久見市 (2 ●広域市町村圏計画の策定，実施に必要な 1

人）仏城連合 市） 連絡調整等

●葬祭場及び葬祭場公園の設置管理運営

●救急医療施設運営費等補助事業に関する

事務

する事務

●要介護認定，要支援認定に関する審査判

定業務 (Hl0/7il0追加）

70 

たなおいり）広 直入町 (1市 3町） 連絡調幣

五七

域連合 I ●ごみ処理施設の設隧．術坪及び運営並ぴ

に一般廃棄物の収集，運搬及び処分

●し尿処理施設の設憤。管理及び運営

•一般廃棄物の処理の委託及び一般廃棄物

の収集，運搬業の許可

●浄化槽清掃業の許可

L 
●火葬場の設置．管理及び連営 I 
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No. 広域連合名
設立

構成団体 主に処理する事務
年月日

●救急医療業務

●要介護認定，要支援認定に関する審査判

定業務

宮崎県

71 日向東臼杵南部 H 13. 4. 1 日向市，門川町，東郷 •一般廃棄物最終処分場の設置，管理及び

広域連合 町，南郷村，西郷村， 運営に関する事務

北郷村，諸塚村，椎葉 ●火葬場の設置，管理及び運営に関する事

村 (1市 2町 5村） 務

●し尿処理施設（汚泥処理施設を含む）の

設置，管理及び運営に関する事務

●ごみ処理の設置，管理及び運営に関する

事務

鹿児島県

72 日置（ひおき） Hll.6.1 市来町，東市来町，伊 ●介護認定審査会の審程判定業務

広域連合 集院町，松元町，郡山 ●要介護認定及び要支援認定

町，日吉町，吹上町(7 ●介護保険法の施行に関する関係町との連

町） 絡調整に関すること

73 屋久島広域連合 H 11. 9 . 1 上屋久町，屋久町 (2 ●火葬場の管理運営に関すること

町） ●し尿処理施設の管理運営に関すること

●ごみ処理施設の建設事業に関すること

(H 13/3/6追加）

●介護認定審査会の審査判定業務並びに要

介護認定及び要支援認定（これらの申請

の受付を除き，認定，更新，変更又は取

消しの行為及びその行為に関連するすべ

ての事務を除く）に関すること
I 

●介護保険法の施行に関する関係町との連

絡調整に関すること

●次に掲げる事項についての調査研究に関

すること

ア 広域的なごみ処理の推進に関するこ

と

イ 広域的な観光の振輿に関すること

74 徳之島愛ランド H 13. 3. 8 徳之島町，天城町，伊 ●ごみ焼却施設， リサイクルプラザ，管理

広域連合 仙町 (3町） 型最終処分場の設置，管理運営に関する

こと

●次に掲げる事務の広域処理の在り方につ

いての調査研究

ア 消防・救急

イ 介護認定審査判定業務

ウ と蓄場施設の設憤・管理運営

工 火葬場施設の設置・管理運営

五
八

※構成団体総数 714(2県 104市 412町 190村 4組合）， 29道府県

(http: //www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki3.html) 
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